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(57)【要約】
　ドリンクを冷却するためのデバイスであって、水分を
含むドリンクのためのドリンク供給容器（３０ａ、３０
ｂ）少なくとも一つの冷却媒体を保持するための冷却媒
体供給容器（２２）、ドリンクの分量と、ドリンクのそ
の分量を冷却するのに必要な冷却媒体の分量とを定量す
るように適応された定量手段、定量手段によって各々定
量されたドリンクの分量と冷却媒体の分量とを連続的に
受けるための混合室（３６）、そして混合室内に存在す
るドリンク内に渦を発生させるように適応するよう、混
合室に相対的に配置された、少なくとも一つの撹拌エレ
メント（３９）からなるドリンクを冷却するためのデバ
イスであって、撹拌エレメント（３９）が、また、混合
室（３６）内に存在するドリンクと、混合室（３６）内
に存在する冷却媒体とを混合するように適応しており、
混合室（３６）内の冷却媒体が、気体状態への相変化、
および／あるいは断熱性膨張を経ながら、ドリンクを冷
却するデバイス。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドリンクを冷却するためのデバイスであって、
　水分を含むドリンクのための、少なくとも一つのドリンク供給容器、
　少なくとも一つの冷却媒体を保持するための、少なくとも一つの冷却媒体供給容器、
　ドリンク供給容器と冷却媒体供給容器とに結合して、ドリンクの分量と、ドリンクのそ
の分量を冷却するのに必要な冷却媒体の分量とを定量するように適応された定量手段、
　定量手段によって各々定量されたドリンクの分量と冷却媒体の分量とを連続的に受ける
ための、少なくとも一つの混合室、そして
　混合室へ供給される冷却媒体の分量を受容する目的で、混合室内に存在するドリンク内
に渦を発生させるように適応するよう、混合室に相対的に配置された、少なくとも一つの
撹拌エレメントからなり、撹拌エレメントが、また、混合室内に存在するドリンクと、混
合室内に存在する冷却媒体とを混合するように適応しており、混合室内の冷却媒体が、気
体状態への相変化、および／あるいは断熱性膨張を経ながら、ドリンクを冷却する、デバ
イス。
【請求項２】
　撹拌エレメントが、混合室内に存在するドリンク内に実質的に楕円形放物面の渦を生じ
るように適応するよう、撹拌エレメントが混合室に相対的に配置されることを特徴とする
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　撹拌エレメントの長軸が、混合室の長軸に実質的に平行に配置されることを特徴とする
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　撹拌エレメントの長軸が、混合室の長軸に実質的に合致することを特徴とする、請求項
３に記載のデバイス。
【請求項５】
　混合室が実質的に円形の横断面形状を持つことを特徴とする、前述の請求項のいずれか
に記載のデバイス。
【請求項６】
　混合室のデザインが、実質的に円錐台に対応することを特徴とする、前述の請求項のい
ずれかに記載のデバイス。
【請求項７】
　混合室が、解放可能にデバイス内に収容され、特に、取り外し可能であることを特徴と
する、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項８】
　少なくとも一つの混合室が、飲料カップによって形成されることを特徴とする、前述の
請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項９】
　撹拌エレメントと混合室との相対方位が変化可能であることを特徴とする、前述の請求
項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１０】
　撹拌エレメントと混合室とが、相互に対して軸方向に変位可能であることを特徴とする
、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１１】
　デバイスが、適所に混合室を保持するための保持手段からなることを特徴とする、前述
の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１２】
　保持手段が、デバイス内で混合室を変位させるように適応していることを特徴とする、
請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
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　デバイスが、混合室の少なくとも一部を受容するための混合室ホルダからなることを特
徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１４】
　混合室ホルダが、混合室全体を実質的に包囲するように適応していることを特徴とする
、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１５】
　撹拌エレメントが、物理的回転シャフト、そして回転シャフトに結合して回転シャフト
に対して少なくとも一側に突出する少なくとも一つの撹拌ブレードからなることを特徴と
する、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１６】
　撹拌エレメントが、実質的に鏡対称形状を持つことを特徴とする、前述の請求項のいず
れかに記載のデバイス。
【請求項１７】
　冷却媒体が混合室内へ落下できるように定量手段が適応していることを特徴とする、前
述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１８】
　定量手段が、混合室の長軸と混合室の壁との間に位置する位置で、冷却媒体を混合室へ
供給するように適応していることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイ
ス。
【請求項１９】
　定量手段が、混合室の長軸から計算した、混合室の長軸と混合室の壁との最短距離の１
０%から８０%に位置する位置で、混合室へ冷却媒体を供給するように適応していることを
特徴とする、請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２０】
　デバイスが、相互に直列に結合された複数の冷却媒体供給容器からなることを特徴とす
る、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２１】
　冷却媒体供給容器の一つが、第一の冷却媒体供給容器と混合室との間に配置されたバッ
ファ槽によって形成され、そのバッファ槽が、バッファ槽内の冷却媒体のレベルに依存し
て、第一の冷却媒体供給容器からのバッファ槽の閉止を可能にするフロートを含むことを
特徴とする、請求項２０に記載のデバイス。
【請求項２２】
　少なくとも一つの冷却媒体供給容器が、実質的に断熱形態をとることを特徴とする、前
述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２３】
　定量手段が、ドリンク供給容器に結合した少なくとも一つのノズル、そして冷却媒体供
給容器に結合した少なくとも一つのノズルを含むことを特徴とする、前述の請求項のいず
れかに記載のデバイス。
【請求項２４】
　デバイスが、一分量のドリンクおよび一分量の冷却媒体を混合室へ連続的に供給できる
よう、定量手段を制御するように適応した制御ユニットからなることを特徴とする、前述
の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２５】
　冷却媒体供給容器が、圧力下で冷却媒体の供給を保持するように適応していることを特
徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２６】
　冷却媒体供給容器が、圧力下で気体の、および／あるいは液体の冷却媒体の供給を保持
するように適応していることを特徴とする、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　冷却媒体供給容器が、沸点がドリンクの氷点よりも低い低温冷却媒体を保持するように
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適応していることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２８】
　冷却媒体供給容器が、空気、窒素、二酸化炭素およびヘリウムの冷却媒体のグループか
ら選択される、少なくとも一つの冷却媒体を保持するように適応していることを特徴とす
る、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項２９】
　冷却媒体供給容器が、冷却媒体を能動的に冷却するための冷却手段を含むことを特徴と
する、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項３０】
　冷却媒体供給容器が、断熱導管を介して混合室に結合されていることを特徴とする、前
述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項３１】
　冷却媒体供給容器が、冷却媒体供給容器から定量手段へ、圧力下で冷却媒体の変位を可
能にするための加圧手段を備えることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデ
バイス。
【請求項３２】
　定量手段が、混合室内で冷却されたドリンクの最終温度がドリンクの氷点以下になるほ
どの冷却媒体の供給を許容することを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバ
イス。
【請求項３３】
　デバイスが、混合室への冷却媒体の分散供給のための分散手段からなることを特徴とす
る、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス。
【請求項３４】
　ドリンク供給容器が、ドリンク供給容器から定量手段へ、圧力下でのドリンクの変位を
可能にするための加圧手段を備えることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載の
デバイス。
【請求項３５】
　デバイスが、少なくともドリンク供給容器および冷却媒体供給容器が収容される実質的
に閉じたハウジングからなることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイ
ス。
【請求項３６】
　デバイスが、添加物のための少なくとも一つの添加物供給容器からなり、この添加物供
給容器が、混合室に結合するように適応されていることを特徴とする、前述の請求項のい
ずれかに記載のデバイス。
【請求項３７】
　請求項１から３６のいずれかに記載の、少なくとも一つのデバイスを備えたベンディン
グマシン。
【請求項３８】
　ベンディングマシンが、冷却ドリンクを備えた混合室のための配出手段からなることを
特徴とする、請求項３７に記載のベンディングマシン。
【請求項３９】
　請求項１から３６のいずれかに記載のデバイスを特に使用する、ドリンクを冷却するた
めの方法であって、
Ａ）冷却すべき一分量のドリンクを混合室へ供給するステップ、
Ｂ）ドリンク内に渦が形成されるよう、混合室に供給したドリンクを流動させるステップ
、
Ｃ）渦によって包囲された空間内に冷却媒体が配置されるよう、混合室へ一分量の冷却媒
体を供給するステップ、そして
Ｄ）ドリンクを、冷却媒体の供給分量の少なくとも一部と混合するステップからなり、冷
却媒体が、気体の状態への相変化を経ながら、および／または断熱性膨張を経ながら、ド



(5) JP 2010-517564 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

リンクを冷却する、方法。
【請求項４０】
　ステップＢ）中、実質的に楕円形放物面の渦が生じることを特徴とする、請求項３９に
記載の方法。
【請求項４１】
　ステップＢ）中、１から６ｃｍの、好適には３から５ｃｍの深さを持つ渦が生じること
を特徴とする、請求項３９または４０に記載の方法。
【請求項４２】
　ステップＣ）中、混合室の長軸から計算される、混合室の長軸と混合室の壁との間の最
短距離の１０%から８０%、好ましくは１０%から５０%に位置する位置で、冷却媒体が混合
室へ供給されることを特徴とする、請求項３９から４１のいずれかに記載の方法。
【請求項４３】
　ステップＣ）中に混合室へ供給される冷却媒体の分量が、渦によって包囲される容積の
１０容量％から７０容量％に達することを特徴とする、請求項３９から４２のいずれかに
記載の方法。
【請求項４４】
　ステップＢ）によってドリンクの流動を維持するために、そしてステップＤ）によって
ドリンクと冷却媒体とを混合するために、少なくとも一つの撹拌エレメントが適用される
ことを特徴とする、請求項３９から４３のいずれかに記載の方法。
【請求項４５】
　撹拌エレメントが、物理的回転シャフトと、回転シャフトに結合して回転シャフトに対
して少なくとも一側に突出する少なくとも一つの撹拌ブレードとからなり、少なくとも一
つの撹拌ブレードが、ドリンクの上面に対して突出することを特徴とする、請求項４４に
記載の方法。
【請求項４６】
　撹拌エレメントの撹拌速度が、ステップＢ）中よりもステップＤ）中の方が高いことを
特徴とする、請求項４４または４５に記載の方法。
【請求項４７】
　混合室に対する撹拌エレメントの位置が、低い位置と、低い位置よりも高い少なくとも
一つの位置との間で変化することが可能であり、撹拌エレメントが、ステップＢ）中、高
い位置に位置し、そして、撹拌エレメントが、ステップＤ）中、低い位置に変位すること
を特徴とする、請求項４４から４６のいずれかに記載の方法。
【請求項４８】
　ステップＤ）を実行した後、混合室から撹拌エレメントが除去されることを特徴とする
、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　方法が、また、ステップＤ）の実行後、混合室のための配出開口へ混合室を変位させる
ことを含むステップＥ）からなることを特徴とする、請求項３９から４８のいずれかに記
載の方法。
【請求項５０】
　混合室が飲料カップによって形成されることを特徴とする、請求項３９から４９のいず
れかに記載の方法。
【請求項５１】
　ステップＣ）の実行後、ステップＡ）およびステップＣ）が少なくとも一回繰り返され
ることを特徴とする、請求項３９から５０のいずれかに記載の方法。
【請求項５２】
　ステップＣ）中、冷却媒体の分量が、複数の細分量で混合室へ供給されることを特徴と
する、請求項３９から５１のいずれかに記載の方法。
【請求項５３】
　ステップＣ）中、冷却ドリンクの最終温度がドリンクの氷点以下になるよう、冷却媒体
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の分量が混合室へ供給されることを特徴とする、請求項３９から５２のいずれかに記載の
方法。
【請求項５４】
　ステップＣ）中に供給された冷却媒体が、ステップＤ）中、混合室内で変位するドリン
クと実質的に均一に混合されることを特徴とする、請求項３９から５３のいずれかに記載
の方法。
【請求項５５】
　混合室へ供給されたドリンクが、ステップＢ）中に流動化され、ステップＣ）中に供給
された冷却媒体の、混合室の壁との接触が、何よりもまず防止されることを特徴とする、
請求項３９から５４のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドリンク、特にミルクシェイクを冷却するためのデバイスに関する。本発明
はまた、そのような少なくとも１台のデバイスを備えるベンディングマシンに関する。本
発明は、さらに、本発明によるデバイスを利用する、ドリンクを冷却するための方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ミルクシェイクの機械調合は、一般的に、冷凍シリンダ内に、水を含む基本的な成分を
入れて行われる。この場合、基本的な成分の、冷凍シリンダの壁近くに配置された部分は
、（部分的に）凍ることになる。冷凍シリンダの壁から凍った部分を掻き落とし、それを
挽いて、その後、基本的な成分の凍ってない部分と混合することによって、実際の冷却ミ
ルクシェイクを得ることができる。ミルクシェイクは、一般的に、よりあっさりした風味
を持たせるために、空気を含ませている。この方法は、市場で産業的に大規模に採用され
ているが、ミルクシェイクを製造する、特に冷却するためのこの方法には、多数の欠点が
ある。既知の方法の重大な欠点は、ミルクシェイクの調合を可能にするために、比較的多
数の可動構成要素、例えば、凍った成分を砕くためのスクレイパや破砕手段が必要であり
、また、比較的に時間のかかる調合方法であることである。さら、スクレイパや破砕手段
を備えた、既知の調合方法を適用するために必要な装置は、比較的に複雑であり、また比
較的に頻繁なメンテナンスを必要とするため、比較的に高価なものである。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の目的は、ミルクシェイクまたは他のドリンクを冷却するための、比較的に単純
なデバイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、この目的のために、序文に明記したタイプの、以下のものからなるデバイス
を提供する。水分を含むドリンクのための、少なくとも一つのドリンク供給容器。少なく
とも一つの冷却媒体を保持するための、少なくとも一つの冷却媒体供給容器。ドリンク供
給容器と冷却媒体供給容器とに結合して、ドリンクの分量と、ドリンクのその分量を冷却
するのに必要な冷却媒体の分量とを定量するように適応された定量手段（dosing means）
。定量手段によって各々定量された（dosed）ドリンクの分量と冷却媒体の分量とを連続
的に受けるための、少なくとも一つの混合室。そして混合室へ供給される冷却媒体の分量
を受容する目的で、混合室内に存在するドリンク内に渦を発生させるように適応するよう
、混合室に相対的に配置された、少なくとも一つの撹拌エレメント。このデバイスにおい
て、撹拌エレメントは、また、混合室内に存在するドリンクと、混合室内に存在する冷却
媒体とを混合するように適応しており、混合室内の冷却媒体は、気体状態への相変化、お
よび／あるいは断熱性膨張を経ながら、ドリンクを冷却する。ドリンクの効果的冷却は、
比較的に冷たい（飲用可能な）冷却媒体を、比較的に温かいドリンクに物理的に混合する
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ことによって実現できる。気体の状態へ相変化を経る、および／または断熱性膨張を経る
ことによってドリンクを冷却するように適応した低温冷却媒体を用いることは、ドリンク
の瞬間的で強力な冷却を達成するのに、さらに効果的である。この場合、ドリンク内には
結晶が形成される、あるいは少なくともその可能性がある。一般的に氷部分を形成するド
リンクの一部（のみ）による、この結晶の形成は、部分的に凍ったドリンクを飲むときの
、風味の向上に貢献する。冷却媒体が、非気体の状態から気体の状態へ相変化を経るよう
に適応しているケースでは、冷却媒体の沸点は、一般的に、ドリンクの氷点よりも低い。
この文脈における氷点は、また、氷結範囲を意味する、とも理解すべきであり、そして沸
点も、沸騰範囲を意味する、と理解すべきである。冷却媒体を加熱して、蒸発あるいは昇
華させるために必要な熱は、冷却すべきドリンクから引き出されることになる。初期状態
で液体または固体の冷却媒体が蒸発あるいは昇華するので、ドリンク中に小さな気泡が生
じることになるため、ドリンクに空気を含ませることになる。ドリンクの性質、特にドリ
ンクの粘度に応じて、気泡は、ドリンク中に比較的安定に維持されて含まれることになる
、またはドリンクから比較的急速に容易に抜けることができる。また、ドリンク内で、圧
縮気体の冷却媒体、例えば空気の断熱性膨張を許容することによってドリンクを冷却する
ことも考えられる。この体積の増加に起因して、冷却媒体の温度が低下し、それによって
ドリンクの温度も低下する。すなわち、ドリンクの冷却が可能である。一般的に、本発明
によるデバイスを使用してドリンクを冷却して空気を含ませることは、また、ドリンクを
飲むときの風味の向上へ貢献する。ミルクシェイクの既知の調合においても、一般的に、
ミルクシェイクは、その風味を向上させるために空気を含ませている。この場合、空気の
混入は、（ミルクシェイクを泡立てることによって）受動的に、および／または（ミルク
シェイク内へ空気を注入することによって）能動的に行われる。本発明によるデバイスの
、もう一つの重要な利点は、デバイスが、冷却媒体の効果的で制御式の供給を可能にする
ように適応していることである。低温冷却媒体、好ましくは液体窒素が一般的に適用され
るため、ドリンクへの冷却媒体の供給は、比較的慎重なやり方で行われなければならない
。その理由は、冷却媒体が過剰にドリンクへ供給されたならば、ドリンクは即座に凍って
しまうことであり、これは好ましくない。冷却媒体が混合室の壁に接触した場合は、壁へ
のドリンクの局所的氷結が発生するだろう。そうなると、その後の冷却工程への悪影響は
甚大になる可能性がある。試験によって、ドリンクへの低温冷却媒体の注入が、満足な調
合方法にならないことも分かっている。一般的に、その適用注入手段のノズルの内外に氷
の形成が生じるため、低温冷却媒体の供給は、継続が不可能になる。本発明によるデバイ
スは、冷却媒体の供給前にドリンク内に渦を生成することによって、これらの問題に解決
策を提供する。この渦は、実に、供給される冷却媒体のための凹形受容空間として機能す
るため、冷却媒体は、通常、渦によって包囲されたその空間へ落下しながら供給されるこ
とになる。撹拌エレメントによって渦の回転が維持されるため、冷却媒体は、半径（離心
）方向への遠心力の影響下で、渦によって形成されたドリンク面を覆うように変位し、徐
々に、そして（通常）部分的にドリンク内へ吸収されながら、ドリンクを冷却し、またド
リンクに空気を含ませることになる。遠心力の大きさは、（他の要因もあるが）渦の乱流
によって決定するため、乱流の程度は、例えば、撹拌エレメントの撹拌速度を修正するこ
とによって、および／または混合室に対する撹拌エレメントの位置を調節することによっ
て管理できる。この場合、最適な乱流は、好ましくは、一方で、最適な混合となること、
そして他方で、冷却媒体と、混合室および／あるいは撹拌エレメントとの接触を防止する
ことを目指されなければならない。撹拌エレメントが回転可能にデバイス内に配置される
のが一般的であるが、混合室を回転可能にデバイス内に配置することも考えられる。また
、これら二つの組み合わせも想定できる。重要なことは、撹拌エレメントと混合室との相
対回転である。本発明によるデバイスは、撹拌エレメント（および／または混合室）以外
、可動構成要素を備える必要がないため、デバイスは、構造的に、比較的単純で安価な形
態をとることができる。これにより、比較的に受動的なデバイスは、比較的に省エネルギ
ーで低騒音の方式で機能することが可能であることが、さらに予想できる。本発明による
デバイスを用いれば、ミルクシェイクに加えて、他のドリンクも効果的に冷却できる。他
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のタイプのドリンクの例としては、アルコール（ミックス）ドリンク、アイス・ドリンク
、特にスラッシュ・パピー、フルーツ・ドリンク、特にスムージー、ソフト・ドリンク、
ヨーグルト、クオーク・チーズ、スープおよび水がある。しかしながら、本発明によるデ
バイスを使用してソフト・アイスクリームを冷却することも可能である。ソフト・アイス
クリームは、（粘性）流体であるため、移送手段、例えばポンプによって変位させる、特
にポンプ移送させるのに適当である。したがって、ソフト・アイスクリームも、この特許
に関連するドリンクであると見なす。（少なくとも部分的に液体の）ドリンクが機械的に
移送できる、特にポンプ移送できる限り、本発明によるデバイスを使用して他のタイプの
ドリンクを冷却することも可能である。
【０００５】
　好適実施例においては、撹拌エレメントが、混合室内に存在するドリンク内に実質的に
楕円形放物面の渦を生じるように適応するよう、撹拌エレメントは混合室に相対的に配置
される。理想的な状態における渦は、真の楕円形放物面（放物線状回転体）であることが
好ましい。そうであれば、渦によって包囲される対称形状の凹空間は、冷却媒体の制御式
供給を可能にするのに特に有利である。なぜなら、冷却媒体と混合室の壁との接触、それ
によるドリンクの瞬間的な氷結が、可能な限り防止できるからである。この対称形の、現
実には実質的に対称形の渦のデザインは、撹拌エレメントの撹拌速度、撹拌エレメントの
デザイン、混合室のデザイン、ドリンクに対する撹拌エレメントの方位、ドリンクの特性
、例えば粘度、そして混合室に対する撹拌エレメントの方位を含む多数の要因に依存する
。この後の方の要因に関して、撹拌エレメントの長軸が、混合室の概して実質的に垂直に
向いた長軸に実質的に平行に配置されることが有利である。したがって、撹拌エレメント
は、実際、概して、ドリンク内に直立して配置される。撹拌エレメントの長軸は、実質的
に混合室の長軸と合致することがより好ましい。それによって、実質的に対称形の断面形
状を持つ渦が、混合室内に形成される。この場合、混合室の壁の作用による渦の非対称変
形が防止できる。しかしながら、この場合、混合室が実質的に円形断面形状であれば、ド
リンク内の渦が、主に撹拌エレメントによって形成される、あるいは、少なくともほとん
ど混合室の壁によらないので、有利である。このことは、理想的な渦の形成および維持を
向上させることになる。この場合、混合室の直径は一定であってもよいが、混合室の長さ
方向に変化させることもできる。特定な好適実施例における混合室のデザインは、実質的
に円錐台に対応する。この場合、混合室は、飲料カップまたは他のタイプの飲料容器によ
って形成されることがより好ましい。飲料カップの混合室としての利用には、ドリンクの
冷却が、実に飲料カップ内のみにおいて行われ、前もって行われることがない、という利
点がある。この場合、ドリンクの撹拌も、飲料カップ内で行われることになる。このよう
にすれば、常に、フレッシュに冷却したドリンクを消費者に提供することが可能である。
飲料カップは、通常、一度だけの使用に適応しているため、使い捨ての形態をとる。しか
しながら、混合室を飲料カップによって形成せずに、混合室の内容物、すなわち冷却ドリ
ンクを、調合後に飲料カップ、例えば、水差し、ボトル、ドリンク・パッケージまたは消
費者のために適当な他のタイプの飲料容器へ転送することを想定することもできる。
【０００６】
　撹拌エレメントと混合室との相対方位は、変化可能であることが好ましい。これによっ
て、生じる渦の形状は、比較的に単純な方式で管理できることになり、特に、実質的に一
定に維持されることが好ましい。渦の形状、そして特に渦のサイズ（dimensioning）は、
ドリンク内で撹拌エレメントを、より深い所で、または、より浅い所で撹拌させるのかに
影響を受けやすい。しかしながら、ドリンクの冷却中に渦の形状を修正することは、特に
有利である場合もある。初めはドリンクが比較的に暖かく、あまり粘性がないため、通常
、混合室内に撹拌エレメントを比較的高い位置で配置する方が有利である。そうすること
によって、渦のサイズは、小さいままで処理しやすいものとなり、ドリンクが混合室から
はね散ることを可能な限り防止できる。冷却媒体の供給中、そして供給後、ドリンク内に
氷晶形成が発生する。この場合、ドリンクは、通常、空気を含むことにもなるので、その
結果、ドリンクの粘性は実質的に増加する。冷却媒体、ドリンク、その中に形成された氷
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晶、そしてその中に存在する気泡の十分な混合をもたらすために、通常、混合室内のより
低い位置へ撹拌エレメントを変位させるのが有利である。そうすることによって、より徹
底的な混合が得られる。ドリンクがより高い粘度を得た結果として、混合室に対して撹拌
エレメントを変位させている間、そしてその後も、渦の形状は、必ずしも変化させる必要
はなく、混合室からのドリンクのはね散りを、絶えず防止することができる。明らかでは
あるが、渦の形状は、撹拌エレメントの撹拌速度の変化からも影響を受ける可能性がある
。混合室に対して撹拌エレメントの変位が可能であることは、さらに、混合室から撹拌エ
レメントを比較的単純に取り外すことを可能にする。これは、混合室が飲料カップによっ
て形成されるケースでは、特に有利である。これによって、飲料カップは、比較的単純に
デバイスから取り出すことができる。撹拌エレメントおよび混合室は、相互に対して軸方
向に変位可能であることがより好ましい。軸方向の変位が可能であることは、概して、最
も有利である。一方で、渦の形状を比較的効果的に規制および最適化することを、そして
他方で、混合室から撹拌エレメントを取り外すことを可能にする。
【０００７】
　デバイスは、混合室を適所に保持する、および／または変位できる保持手段からなるこ
とが好ましい。この場合、保持手段は、多様な性質のものが可能であり、例えば、混合室
を支持するように適応させてもよい。保持手段は、混合室を着脱可能に締め付けるように
適応していることが好ましい。この場合、保持手段は、混合室の両側に係合するように適
応した、少なくとも二つの締め付けエレメント、特に、締め付けフィンガーからなること
がより好ましい。特定な好適実施例においては、保持手段は、デバイス内で混合室を変位
させる、特に、撹拌エレメントに対して混合室を変位させるように適応している。したが
って、保持手段は、混合室を、定量手段によって供給されるドリンクおよび冷却媒体を混
合室が各々受容するように適応した稼働位置、そして冷却ドリンクを消費できるようデバ
イスから混合室を取り出し可能な非稼働位置から変位させることができる。
【０００８】
　好適実施例においては、デバイスは、混合室の少なくとも一部を受容するための混合室
ホルダからなる。混合室ホルダは、可能な限りデバイス内の冷却ドリンクの加温を防止す
るよう、少なくとも部分的に断熱であることが好ましい。混合室ホルダは、混合室に密接
に適合して混合室を支持するように適応していることが好ましい。混合室ホルダは、冷却
ドリンクの調合後、混合室が、デバイス内で比較的容易に変位可能で、オプションとして
、デバイスによって配出されるよう、混合室に対して変位可能であることが好ましい。特
定な好適実施例においては、撹拌エレメント、混合室および混合室ホルダは、直線的に相
互に変位可能であり、保持手段によって混合室が適所に保持されることが好ましい。混合
室が飲料カップによって形成されるケースでは、実際には、通常、飲料カップが飲料カッ
プ・ホルダに収容され、その後、飲料カップ内に撹拌エレメントが配置される。それから
、飲料カップへドリンクの一分量、そして冷却媒体の一分量が連続的に加えられる。冷却
ドリンクの調合後、飲料カップ・ホルダ、それによって飲料カップも、撹拌エレメントを
離れて下方へ、飲料カップの上端が撹拌エレメントよりも（少しだけ）低い中間位置へ変
位される。この中間位置において、保持手段が飲料カップの周りに係合して飲料カップを
その場に保持する。飲料カップ・ホルダは、さらに下方へ、飲料カップ・ホルダの上端が
飲料カップの下端よりも（少しだけ）低い最低位置へ変位される。それから、保持手段が
飲料カップを、概して直線的な運動で配出開口（dispensing opening）へ変位させる。こ
の場合の直線運動は、通常、飲料カップ・ホルダの先の変位方向を横切る方向をとる。こ
の好適実施例では、飲料カップ・ホルダは、撹拌エレメントの真下に位置し、そのことに
よって、撹拌エレメントから滴り落ちるドリンク残留物を受けるように適応している。飲
料カップ・ホルダ内に集めたドリンク残留物の除去を可能とするため、飲料カップ・ホル
ダは、通常、少なくとも一つの排出路を備えることが有利である。冷却ドリンクの調合後
に撹拌エレメントが洗浄される場合は、また、飲料カップ・ホルダによって洗浄剤、通常
、水を受けて排出させることもできる。撹拌エレメントの洗浄中、通常、飲料カップ・ホ
ルダは、撹拌エレメントが少なくとも部分的に飲料カップ・ホルダ内に配置されるまで、
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上方へ変位させるのが有利である。このことによって、飲料カップ・ホルダの周囲への、
ドリンク残留物および洗浄剤のはね散りを制限し、デバイスが汚れることを阻止できる。
この場合、飲料カップ・ホルダは、撹拌エレメントの洗浄中、例えば、飲料カップ・ホル
ダの上へ適合するトップ・エレメントを適用することによって、実質的に媒体を通さない
ように密閉されるのが、特に有利である。撹拌エレメントの洗浄中には、撹拌エレメント
を回転させることが、概して有利である。そうすることによって、撹拌エレメントから、
ドリンク残留物および洗浄剤を比較的容易に除去できる。そうでなければ、撹拌エレメン
トに加えて飲料カップ・ホルダも洗浄できるよう、飲料カップ・ホルダは、洗浄中、少な
くとも部分的に洗浄剤で満たすことになる。使用した洗浄剤の除去は、通常、飲料カップ
・ホルダの一部を形成する排出路を介して行われる。この場合、飲料カップ・ホルダから
排出路を介して洗浄剤を吸い出すという強制的な方式で行われることが好ましい。
【０００９】
　撹拌エレメントは、非常に多様なデザインをとることができる。しかしながら、多少理
想的な渦を生成するという目的において理想的なデザインおよびサイズは、他の要因もあ
るが、通常、飲料カップのデザインおよびサイズに大きく依存する。ロッド・スターラ・
タイプの撹拌エレメントを適用することが好ましく、この撹拌エレメントは、一つ以上の
撹拌ブレードが結合された細長い物理的回転シャフトを備え、撹拌ブレードは、回転シャ
フトに対して少なくとも一方の側に突出する。この場合、撹拌ブレードも多様な方式で具
現できる。好適実施例においては、撹拌エレメントは、アンカー・スターラによって形成
される。アンカー・スターラは、ロッド・スターラの一つの特殊なタイプであり、二つの
アンカー部分が、各々回転シャフトの両側に取り付けられている。アンカー部分は、さら
に、一つ以上の横断方向の連結部によって相互に結合して、鏡対称形のフレームに形成で
きる。試験によって、この種のアンカー・スターラ、とりわけ、フレーム型スターラは、
特に混合室が飲料カップによって形成されるケースでは、混合室内に存在するドリンク内
に安定な渦を生成するのに、特に適当であることが分かっている。
【００１０】
　好適実施例においては、定量手段は、混合室の長軸と混合室の壁との間に位置する位置
で、冷却媒体を混合室へ供給するように適応している。この場合、冷却媒体（およびドリ
ンク）の供給は、通常、冷却媒体（およびドリンク）を混合室内へ落下させることによっ
て行われる。ドリンクへの冷却媒体の注入は、通常、適用した注入手段の直接的で瞬間的
な氷結に至るため、ドリンクの（それ以上の）冷却は不可能である。しかし、冷却媒体の
温度が、ドリンクの氷点ほどであれば、冷却媒体の注入を想定することは可能であろう。
しかしながら、液体窒素またはドライアイスが冷却媒体として適用されるケースでは、注
入は、満足できる制御されたドリンクの冷却を可能にする、実行可能なオプションではな
い。撹拌エレメントの回転シャフトと混合室の壁との間の位置で冷却媒体を供給すること
によって、冷却媒体と、撹拌エレメントおよび混合室の両方との接触は、可能な限り防止
できるため、同様に、混合室内の撹拌エレメントの位置に、および／または混合室の位置
に氷のかたまりが形成されることは、可能な限り防止できる。特定な好適実施例において
は、定量手段は、混合室の長軸から計算される混合室の長軸と混合室の壁との間の最短距
離の１０%から８０%、好ましくは２０%から７０%、より好ましくは２５%から６０%の位置
で、混合室へ冷却媒体を供給するように適応している。この場合、最短距離は、撹拌エレ
メントの位置におけるドリンク・レベルから計算されることが好ましい。
【００１１】
　好適実施例においては、デバイスは、相互に直列に結合された複数の冷却媒体供給容器
からなる。複数の直列に結合された冷却媒体供給容器の使用は、通常、実用的な観点から
有利である。この場合、比較的に容積が大きく、重い第一の（主要な）供給容器は、例え
ば、ガス・ボトルから形成して、第一の（主要な）供給容器を、比較的にコンパクトな第
二の（補助的な）供給容器に結合できる。第一の（主要な）供給容器は、概して、比較的
に容積が大きく（例えば４０リットル）重い形態をとるので、デバイスの底部に配置する
ことが好ましい。第二の（補助的な）供給容器は、通常２、３リットルの限られた容積を
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持つバッファ槽として機能するので、デバイス内のより高い位置に比較的に単純に配置で
きる。この場合、バッファ槽は、混合室へ冷却媒体を供給するための定量手段へ連結する
ように適応する。バッファ槽は、概して、バッファ槽へ供給する目的のための第一の冷却
媒体供給容器へ直列に結合される。バッファ槽は、バッファ槽内の冷却媒体が所定レベル
に到達したときにバッファ槽と第一の冷却媒体供給容器との連結を遮断できるよう、フロ
ートを備えることが好ましい。このようにして、バッファ槽内の静圧は、実質的に一定に
保持できる。このことは、冷却媒体の適用量を定めるのに特に有利である。フロートを用
いて冷却媒体レベルに依存するバッファ槽の閉止に代えて、このことを他のやり方で実現
することもできる。その場合、冷却媒体レベルを検出し、それに従って閉止バルブを、空
圧によって、油圧によって、または電気機械的に制御しなければならない。バッファ槽は
二重壁形状をとることが好ましい。この場合、バッファ槽の効率的な断熱を可能にするた
めに、二重壁ジャケット内へ、真空、または少なくともアンダー・プレッシャー（underp
ressure）を適用する。
【００１２】
　冷却媒体供給容器内に冷却媒体を、その状態を管理しながら貯蔵して、冷却媒体を意図
的に、概して液体（または固体）の状態に維持することによって、（概して大気圧となる
）混合室内において、比較的単純なやり方で冷却媒体の相変化をもたらすことができるた
め、ドリンクの冷却が実現可能である。液体または固体の状態で圧力下に低温冷却媒体を
維持することは、概してまた、比較的低温度で、比較的に大量の冷却媒体を貯蔵可能にす
るという目的において有利である。圧力容器として機能する冷却媒体供給容器は、例えば
大気圧よりも１バール高い圧力で、液体冷却媒体を維持するように適応していることが好
ましい。なお、液体冷却媒体は、窒素であることがより好ましい。窒素に加えて、（液体
）空気、（固体）二酸化炭素および（液体）ヘリウムを適用することも想定できる。しか
しながら、冷却媒体が消費者による消費に適当であるという一般的な条件で、他のタイプ
の冷却媒体を適用することも考えられる。冷却媒体供給容器が、大気圧で冷却媒体を保持
するように適応していることを想定することも可能である。さらにこれは、概してエネル
ギーの観点からも特に有利である。しかしながら、液体および気体の冷却媒体は、移送が
比較的に容易であるため、液体または気体（したがって、固体でない）冷却媒体を適用す
ることは好ましい。これは、冷却媒体の扱いをかなり容易にするので、そのような冷却工
程も容易になる。しかしながら、ドリンクを、第一の（液体あるいは気体の）冷却媒体で
、そして同時に第二の（固体、液体あるいは気体の）冷却媒体でも冷却することを想定す
ることも可能である。これは、実用的な、および／または美的な観点から有利である。冷
却媒体を圧力下で保持するためには、通常、少なくとも一つの冷却媒体供給容器を、実質
的に断熱な形態にすることが有利である。この場合、冷却媒体供給容器が二重壁ジャケッ
トからなり、その中に真空、または少なくともアンダー・プレッシャーが設けられるのが
有利である。複数の冷却媒体供給容器が適用されるケースでは、可能な限り冷却媒体の時
期尚早な加熱を回避できるよう、すべての冷却媒体供給容器を断熱形態にするのが有利で
ある。冷却媒体供給容器は、本発明によるデバイスのエネルギー効率を最適化できるよう
、断熱導管を介して定量手段へ結合されることが好ましい。冷却媒体供給容器は、デバイ
スの効率をさらに向上させるために、導管を介さないで、定量手段へ直接結合されること
が好ましい。
【００１３】
　定量手段は、概して、ドリンク供給容器へ結合した少なくとも一つのノズル、そして冷
却媒体供給容器へ結合した少なくとも一つのノズルからなる。この場合、ノズルのデザイ
ン、サイズおよび位置は、非常に多様である。しかしながら、特定な好適実施例において
は、混合室に対してノズルは、ドリンクおよび冷却媒体の両方が、重力の影響下で混合室
内へ落下するように位置決めされる。この場合にオプションとして、ドリンクおよび／あ
るいは冷却媒体へ圧力を適用できる。混合室内に存在するドリンク内へ冷却媒体を注入す
る代わりに、混合室内へ冷却媒体を落下させることは、ドリンク内に氷のかたまりが成形
することを、より効率的に防止できるため、ドリンクが十分に撹拌可能な状態に留まる、
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という有意な利点がある。このことは、ドリンクの比較的高速で効果的な、均質な冷却を
高めることになる。
【００１４】
　好適実施例においては、デバイスは、一分量のドリンクと一分量の冷却媒体とが連続的
に混合室へ供給できるように定量手段を制御するよう、少なくとも適応している制御ユニ
ットからなる。制御ユニットはまた、冷却媒体がドリンクへ供給される前に撹拌エレメン
トが作動するよう、撹拌エレメントを制御するように適応していることがより好ましい。
ドリンク内における冷却媒体の最適な分散、そしてそれによるドリンクの最適な冷却は、
ドリンクの撹拌中に冷却媒体を供給することによって実現できる。混合室が飲料カップに
よって形成されるケースでは、ドリンクを撹拌することによって、凹液体面を持つ渦を生
じさせ、その面の中に、その後、冷却媒体を配置することになる。上述のように、ドリン
クへの冷却媒体の制御式の供給、ドリンクと冷却媒体との制御式の混合、そしてそれによ
るドリンクの制御式の冷却と空気の混入は、渦を適用することによって実現できる。凹液
体面は、ドリンクを介した冷却媒体の分散を速めると共に、冷却媒体と混合室（飲料カッ
プ）の壁との接触を防止する。撹拌エレメントの最適な撹拌速度（回転速度）は、ドリン
クの粘度に加えて、カップ・ホルダおよび撹拌エレメントのデザインおよびサイズを含む
複数の要因に依存する。制御ユニットはまた、撹拌エレメントの撹拌速度を制御するよう
に適応していることが好ましい。制御ユニットはまた、撹拌エレメントと混合室との間の
（最短）距離の変化、そして撹拌エレメント、混合室、混合室ホルダ、適用された場合の
保持手段の、特に相対配向の変化を制御するように適応している。
【００１５】
　好適実施例においては、冷却媒体供給容器は、冷却媒体を能動的に冷却するための冷却
手段からなる。このようにして、冷却媒体は、冷却媒体供給容器内の冷却媒体の加温を防
止することができるため、ドリンクを冷却する目的の冷却媒体を、十分に低い温度で維持
することを保証できる。したがって、冷却媒体として（液体）窒素を適用するケースでは
、概して、（液体）窒素の能動的な冷却の目的で能動的な冷却手段を適用する必要はない
。また、通常、そのようなことは技術的に不可能である。定量手段は、混合室へ供給すべ
きドリンクの分量、冷却媒体の分量、そしてオプションとして、適用されるならば添加物
の分量を定量するように適応している。ドリンクの分量と冷却媒体の分量の定量は、各々
、混合室へ供給すべきドリンクおよび冷却媒体の質量（重量）、および／または各々混合
室へ供給すべきドリンクおよび冷却媒体の体積に基づいて行うことができる。加えて、定
量は時間制御式にでき、この場合、定量手段は、所定時間に渡って、ドリンクおよび冷却
媒体のそれぞれの供給を可能にする。この時間定義の定量においては、最終的に混合室へ
供給されるドリンクの分量および冷却媒体の分量は、各々、ドリンクおよび冷却媒体の流
速（単位時間当たりの量）に依存する。デバイスは、効率的な定量を実現するため、混合
室への冷却媒体の定量供給のための閉口可能な定量手段からなることが好ましい。定量手
段は、通常、流体圧、空気圧および／または電気的な方式で作動される。特定な好適実施
例においては、定量手段は、混合室内で冷却されたドリンクの最終温度がドリンクの氷点
以下になるほどの冷却媒体の供給を許容する。ドリンクの氷点よりも（ほんの少しだけ）
低い温度へ、あるいは氷点へドリンクを再冷却することによって、ドリンク内に結晶成分
、特に氷成分の形成が実現できる。これは、ドリンクを飲んだときの風味を向上させる。
そうでなければ、ドリンクは、概して特定な氷点を全く持たず、むしろ氷結範囲を持つ混
合物である。明らかではあるが、また、ドリンク内に氷が生じない、ドリンクの氷点より
も（ちょっとだけ）高い温度へドリンクを再冷却することを想定することも可能である。
【００１６】
　好適実施例においては、冷却媒体とドリンクの所定の混合、より好ましくは実質的に均
一な混合を成就できるよう、デバイスは、混合室への冷却媒体の分散供給のための分散手
段からなる。分散（拡散）方式で混合室へ冷却媒体を供給することは、例えば、ベンチュ
リ・ディフューザおよび／あるいはアトマイジング・スクリーンを使用することを含み、
種々の方式で行うことができる。冷却媒体として例えばドライアイス（固体炭酸）等の、
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固体の冷却媒体を適用するケースでは、ドライアイスは、冷却すべきドリンクへ、粉砕し
た状態で供給できる。また、ドリンクへドライアイス・タブレットを供給することも可能
である。
【００１７】
　ドリンク供給容器は、ドリンク供給容器から定量手段へ、圧力下でのドリンクの変位を
可能にするための加圧手段を備えることが好ましい。この場合、加圧手段は、概して、少
なくとも一つのポンプからなる。しかしながら、加圧手段は、空気圧式、流体圧式および
／または機械式であってもよい。この場合、加圧手段はドリンクに直接的に係合する。し
かしながら、ドリンク供給容器は、通常、ドリンクを受容するバッグからなる。この場合
、加圧手段はバッグに直接的に係合するため、ドリンクには間接的に係合する。この場合
、バッグは通常、ハウジングによって包囲されるため、ドリンク供給容器は、いわゆるバ
ッグインボックスとして適応される。
【００１８】
　もう一つの好適実施例においては、冷却媒体供給容器は、冷却媒体供給容器から定量手
段へ、圧力下での冷却媒体の変位を可能にする加圧手段を備える。この場合も、加圧手段
は少なくとも一つのポンプからなるが、概して、変位させるべき冷却媒体の温度に依存す
る。液体窒素が冷却媒体として適用されるケースでは、（比較的に冷たい）液体窒素をポ
ンプ移送する目的でポンプを適用することは、概して不可能である。液体窒素を含み、比
較的に冷たい液体冷却媒体のケースでは、定量手段への、そしてその後の混合室への冷却
媒体の変位を可能にするためには、通常、液体冷却媒体にガス圧を加えるのが有利である
。十分な加圧を目的として適用される気体は、多様であり、例えば（大気の）空気であっ
てもよい。しかしながら、十分なガス圧を生成する目的で、蒸発した冷却媒体を適用する
ことも効率的である。
【００１９】
　混合室が飲料カップによって形成されないケースでは、混合室は、少なくとも部分的に
管状形状を持つことが好ましい。また、全体的に管状形状を持つことがより好ましい。こ
の場合、ドリンクは、管状混合室の第一の（供給）側を介して混合室内へ誘導され、そし
て混合室の反対側の第二の（排出）側を介して混合室の外へ誘導できる。管状混合室内に
存在するドリンクが、理論的に、複数のドリンク・パッケージに対する一つのアセンプリ
として見なされるケースでは、理想的な状態で、すべてのドリンク・パッケージは、混合
室内における同じ（均一な）滞在時間を持つ。これは、プラグ流とも呼ばれる。実際には
、この理想的な状態が概して好ましいとは言えないが、ドリンク冷却工程の可能な最良な
制御を行うために、通常、この状態が目標とされる。この場合、混合室内において同じ速
度ですべての液体パッケージを変位させることが、概して必要である。管状混合室のケー
スでは、混合室を通してドリンクを輸送する目的で、ポンプの代わりに、混合室内に締ま
り嵌合で受容されたプランジャーを適用することもできる。この場合、プランジャーは、
実質的に一定の速度で、混合室を通して移動されることが好ましい。概して個別の混合室
が適用されるが、混合室およびドリンク供給容器が、相互に少なくとも部分的に一体化さ
れること、または一つの同じ構成要素によって形成されることを想定することも可能であ
る。この場合、ドリンク供給容器は、事実、混合室として機能するようにも適応する。
【００２０】
　もう一つの好適実施例においては、デバイスは、少なくともドリンク供給容器、冷却媒
体供給容器、そしてオプションとして混合室が収容される、実質的に閉じたハウジングか
らなる。供給容器および混合室をハウジングによって包囲することによって、比較的に単
純なやり方で、これらの構成要素の周りに、実質的に一定な局所気候を作り出すことがで
きる。この局所気候は、概して比較的に涼しい（例えば約４℃）。そのため、一方で、ド
リンクの比較的に一定な保存を可能にし、他方で、ドリンクの物理的特性を比較的に一定
に維持することを可能にする。したがって、本発明によるデバイスを利用する、ドリンク
を冷却するための方法は、比較的良好に制御できる。ハウジングは、分離した冷却システ
ムによって冷却できるが、冷却媒体供給容器内に（最初に）受容された冷却媒体の蒸発ま
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たは昇華によって、ハウジングを冷却することも、一般的に可能である。この蒸発または
昇華に必要な潜熱は、冷却媒体供給容器を包囲する局所気候から引き出すことができる。
したがって、局所気候は冷却可能である。
【００２１】
　デバイスは、添加物のための、少なくとも一つの添加物供給容器からなることが有利で
ある。この添加物供給容器は、定量手段へ結合するように適応されており、それを介して
、少なくとも一つの添加物が混合室へ供給できる。このように比較的に単純なやり方で、
一つ以上の添加物で（基本的な）ドリンクを富ませることが可能である。添加物は、また
、混合室内でドリンクを冷却した後に、および／または、その直前に、ドリンクへオプシ
ョンとして加えることもできる。使用可能な添加物の例としては、着色剤、調味料、芳香
物質、シックナー、防腐剤等がある。少なくとも一つの添加物は、添加物供給容器から、
前述のように加圧手段を適用することによって、ドリンクへ供給されることが好ましい。
【００２２】
　混合室が飲料カップによって形成されないケースでは、混合室内でのドリンクの冷却後
、例えば、混合室を傾けて注ぎ出すことによって、混合室からドリンクを取り出すことが
できる。しかしながら、デバイスは、冷却ドリンクを配出するための配出手段（dispensi
ng means）からなることが好ましい。この場合、配出手段は、閉口可能なタップからなる
ことが好ましい。配出手段は、また、消費者がアクセス可能な配出開口からなり、その中
に、適用されるなら、デバイスが、デバイス内の冷却ドリンクの調合後に飲料カップを置
くことも可能である。それから消費者は、その受容空間から、デバイスの外へ飲料カップ
を取り出すことができる。
【００２３】
　本発明はまた、本発明によるデバイスに使用するためのバッファ槽に関する。バッファ
槽は、冷却媒体を一時的に保存するように適応している。バッファ槽は、バッファ槽へ供
給する目的で、通常、第一の冷却媒体供給容器へ直列に結合される。出口側で、バッファ
槽は、オプションとして導管を介して、通常、混合室へ冷却媒体を供給するように適応し
ている。バッファ槽は、バッファ槽内の冷却媒体が所定レベルに到達したときにバッファ
槽と第一の冷却媒体供給容器との連結を解除するためのフロートを備えることが好ましい
。このようにして、バッファ槽内の静圧は、実質的に一定に保持できる。これは、冷却媒
体の定量化を可能にするのに、特に有利である。バッファ槽は、二重壁形状をとることが
好ましい。この場合、バッファ槽の効率的な断熱を可能にするために、二重壁ジャケット
内に真空、または少なくともアンダー・プレッシャーを適用する。バッファ槽は、分離し
た構成要素として販売することができる。
【００２４】
　加えて、本発明は、本発明による少なくとも一つのデバイスを備えるベンディングマシ
ンまたは配出マシン（dispensing machine）に関する。配出手段は、少なくとも一つの飲
料容器（カップ）を受けるための受容空間を備えることが好ましい。本発明によるデバイ
スの利点および変形実施例については、既に詳細に説明している。ベンディングマシンは
、概して市販のタイプであり、支払いを受けて一つ以上のドリンクを配出するように適応
することになる。この場合、ベンディングマシンは、例えば、会社の敷地に、または公衆
区域に置くことができる。ベンディングマシンのサイズおよびデザインは、非常に多様な
形態を採ることができる。ベンディングマシンは、例えば、床モデルとして、または、テ
ーブル・モデルとして具現化できる。そうでなければ、個人的な使用に適応した機械の一
部を形成するデバイスを想定することも可能である。この場合、概して、テーブル・モデ
ルの実施例が最も適切である。個人的な設定で適用される機械の場合、機械による配出の
前にドリンクに対して支払うことは、概して不要である。
【００２５】
　本発明は、さらに、必須ではないが特に本発明によるデバイスを使用する、以下のステ
ップからなるドリンクを冷却するための方法に関する。Ａ）冷却すべき一分量のドリンク
を混合室へ供給するステップ。Ｂ）ドリンク内に渦が形成されるよう、混合室に供給した
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ドリンクを流動させるステップ。Ｃ）渦によって包囲された空間内に冷却媒体が配置され
るよう、混合室へ一分量の冷却媒体を供給するステップ。そしてｄ）ドリンクを、冷却媒
体の供給分量の少なくとも一部と混合するステップ。この場合、冷却媒体は、気体の状態
への相変化を経ながら、および／または断熱性膨張を経ながら、ドリンクを冷却する。こ
の方法の利点は、既に詳細に前述した。相転移に必要な潜熱は、ドリンクの冷却中に、ド
リンクから引き出すことができる。気体の状態への移行は、通常、エネルギーの観点から
、ドリンクを冷却するのには好ましい。また、このように比較的に単純なやり方で、ドリ
ンクへ効率的に空気を含ませることもできる。このため、本発明による方法を適用するこ
とによって、ミルクシェイク、ソフト・アイスクリーム、スラッシュ・パピー（slush pu
ppie）、スムージーが調合される、あるいは少なくとも冷却されるケースでは、通常、風
味を高めることになる。（ワールプールとも呼ぶ）渦を発生させることによって、制御可
能な方式でドリンクへ冷却媒体を供給して、その後、ドリンクと効率的に混合できる。こ
の場合、混合室内に氷のかたまりが生じるリスクは、最小限になる。
【００２６】
　好適実施例においては、ステップＢ）中、実質的に楕円形放物面の渦が生じる。楕円形
放物面は、ドリンク（の実質的に水平な液体面）内に実質的に垂直に、撹拌エレメントの
回転シャフトを配置することによって発生可能な、対称形の放物線状（凹）回転体である
。この実質的に放物面渦の回転軸は、撹拌エレメントの回転軸に、実質的に合致すること
になる。明らかであるが、真の楕円形放物面の渦は、理論上のみで達成可能であり、実際
には、この理想的な渦の形状は、近似のみ可能である。
【００２７】
　好適実施例においては、ステップＢ）中に１から６ｃｍの深さの渦が発生する。この渦
は、２から６ｃｍであることが好ましく、３から５ｃｍであることがより好ましい。渦の
深さは、（他の方式でも可能であるが）撹拌エレメントの撹拌速度（回転速度）を変更す
ることによって調整できる。１から６ｃｍの高さで渦を発生させることによって、冷却媒
体は、概して、渦内へ制御された方式で吸収されることになる。渦の高さが１ｃｍ未満に
なると、ドリンクへ供給された全冷却媒体を吸収するには、渦によって包囲される容積が
あまりに小さくなり過ぎてしまう。渦の高さが６ｃｍを超えると、渦は、概して、乱流状
態で回転し、渦内に存在する冷却媒体に作用する遠心力が大きくなり過ぎて、混合室の壁
の方向へ冷却媒体が比較的急速に、一般的に、非常に急速に移動する。したがって、冷却
媒体は、混合室の壁に比較的急速に接触することになる。これは、壁の部位に氷かたまり
が比較的に急速に形成される、という結果になる。特に飲料カップが適用されるケースで
は、渦の高さが３から５ｃｍであることが、概して有利である。比較的に浅い渦が適用さ
れる場合、渦によって包囲された容積が比較的に制限されるため、概して、渦への冷却媒
体の適用量が、特に重要である。比較的に浅い、例えば１ｃｍの渦では、一方の冷却媒体
と、他方の混合室の壁および／あるいは撹拌エレメントとの接触を可能な限り防止するた
めに、定量速度（ｄｏｓｉｎｇｓｐｅｅｄ）は、概して、比較的に低くしなければならな
い。実際には、冷却媒体の制御式供給に到達するのに、１秒につき０．４から１５ｍｌの
、冷却媒体の定量速度が、概して十分であることが分かっている。約４５０ｍｌの量のミ
ルクシェイクを調合する目的で、混合室として標準的な円錐台状の飲料カップが適用され
るケースでは、概して、飲料カップへ約３００ｍｌのミルクシェイクが供給され、それに
、４から５ｃｍの高さの渦を生じさせて、その渦へ、約４０グラムの液体窒素を、１秒に
つき約５グラム（毎秒約７ｍｌ）の定量速度で徐々に供給する。
【００２８】
　好適実施例においては、ステップＣ）中に混合室へ供給される冷却媒体の量は、渦によ
って包囲される容積の１０容量％から７０容量％に達する。１０%未満の容量％は、概し
て、ドリンクの所望の冷却および空気混入に至るには低すぎる。７０%よりも高い容量％
では、渦が満杯になり、冷却媒体と撹拌エレメントおよび／あるいは混合室の壁との接触
が起こる確率は非常に高い。明らかではあるが、これらのパーセンテージは、渦の高さに
関係する。したがって実際には、概して、一方で、渦の理想的な形状および高さと、他方
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で、渦の最適な満たし具合との最適なバランスを見つけなければならない。
【００２９】
　冷却媒体と、混合室の壁および／あるいは撹拌エレメントとの接触の機会、それによる
氷のかたまりの形成の機会を可能な限り防止するためには、ステップＣ）中、混合室の長
軸から計算される、混合室の長軸と混合室の壁との間の最短距離の１０%から８０%、好ま
しくは１０%から５０%に位置する位置で、冷却媒体が混合室へ供給される、ことが概して
有利である。そして、渦の最低点の位置における混合室の長軸から計算されることが、よ
り好ましい。
【００３０】
　ステップＢ）によってドリンクの流動を維持するために、そしてステップＤ）によって
ドリンクと冷却媒体とを混合するために、少なくとも一つの撹拌エレメントが適用される
ことが好ましい。その撹拌エレメントは、物理的回転シャフトと、回転シャフトに結合し
て回転シャフトに対して少なくとも一側に突出する少なくとも一つの撹拌ブレードとから
なることが好ましい。この場合、少なくとも一つの撹拌ブレードは、ドリンクの上面に対
して突出する。撹拌エレメントのデザイン、そして撹拌エレメントと混合室との相対方位
は、最も理想的な渦、特に実質的に楕円形の放物面渦を発生させるために、概して重要で
ある。
【００３１】
　好適実施例においては、撹拌エレメントの撹拌速度は、ステップＢ）中よりもステップ
Ｄ）中の方が高い。冷却媒体の供給前および供給中、ドリンクは、概してあまり粘性を持
たず、比較的に流動しやすい。この（これら）ステージにおける撹拌速度を比較的に低く
維持することによって、比較的に安定な渦を実現できる。そしてその中へ、比較的に制御
可能な方式で冷却媒体を加えることができる。ドリンクへの冷却媒体の供給中、ドリンク
は冷却され、そしてドリンク内には、概して、氷晶の形成が発生することになる。その結
果、概してドリンクは、実質的により粘性になる。したがって、ドリンクの均質な冷却を
実現できるよう、撹拌速度を上昇させて、概して渦の深さを増加させるのが有利である。
このとき、ドリンクには十分な粘性があるので、ドリンクのはね散りが発生することはな
い。あるいは、ほとんどでない。さらに、混合室に対する撹拌エレメントの位置が、低い
位置と、低い位置よりも高い少なくとも一つの位置との間で変化することが可能であれば
有利でもある。この場合、撹拌エレメントは、ステップＢ）中、高い位置に位置し、そし
て、ステップＣ）および／あるいはＤ）中、低い位置に変位する。　また、混合室に対し
て撹拌エレメントの高さを調整することによって、渦の乱流を規制することもできる。こ
の場合、ステップＢ）中、ドリンク内に、初めはほとんど乱流のない渦が発生する。そし
て、ステップＣ）および／あるいはＤ）中、渦の乱流は増加する。既に述べたように、渦
の乱流（渦巻き）の度合いが高いケースでは、混合室内で、より徹底的な混合が行われる
。しかしながら、この比較的に高い乱流は、概して、水性ドリンクの冷却および空気混入
の結果としてドリンクが十分に粘性を持つようになったケースのみに許容できる。また、
撹拌速度を実質的に一定に維持すること、そして渦の形状の十分な操作を可能にするため
に、混合室に対して撹拌エレメントの位置を変更することのみを想定することも可能であ
る。
【００３２】
　ステップＤ）を実行した後、混合室から撹拌エレメントを除去することが好ましい。そ
うすることによって、混合室は、より容易に変位させる、および／または空にすることが
できる。好適実施例においては、方法は、また、ステップＤ）の実行後、混合室のための
配出開口へ混合室を変位させることを含むステップＥ）からなる。この場合、配出開口は
、概して、フレッシュに冷却したドリンクを消費する目的で、消費者がアクセス可能であ
る。この場合、混合室は、概して、飲料カップからなる。
【００３３】
　ドリンクの全分量を一度に混合室へ供給し、そして冷却媒体の全分量を一度に混合室へ
供給することを想定できる。しかしながら、ステップＣ）の実行後、ステップＡ）および
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ステップＣ）を少なくとも一回繰り返すことも想定できる。そのように、ドリンクの全分
量および冷却媒体の全分量を、連続な部分量（細分量）として混合室へ供給し、比較的に
少ない分量のドリンクを、比較的に少ない分量の冷却媒体で連続的に冷却できる。このよ
うに、ドリンクは、通常、混合室内で、より制御の効いたやり方で冷却できる。
【００３４】
　好適実施例においては、ステップＣ）中、冷却ドリンクの最終温度がドリンクの氷点（
または氷結範囲）以下になるよう、冷却媒体の分量が混合室へ供給される。ドリンクの最
終温度を、ドリンクの氷点よりも低くすることによって、ドリンク内に、概して結晶成分
、特に氷成分を生じさせ、風味を高めることもできる。
【００３５】
　ステップＣ）中に供給された冷却媒体が、ステップＤ）中、混合室内で変位するドリン
クと実質的に均一に混合されることが好ましい。そうすることによって、一方で、ドリン
クの実質的に均一な冷却が実現でき、そして他方で、ドリンク内における氷のかたまりの
発生を防止できる、あるいは少なくとも低減できる。
【００３６】
　好適実施例においては、混合室へ供給されたドリンクが、ステップＢ）中に流動化され
、ステップＣ）中に供給された冷却媒体の、混合室の壁との接触が、何よりもまず防止さ
れる。冷却媒体と混合室の壁との直接的な接触の結果として混合室の壁が冷却されるが、
このことは、通常、冷却媒体の冷却性能にとっての損失となる。したがって、冷熱を生じ
る（低温）冷却媒体と混合室の壁との直接的な接触を可能な限り防止し、そして比較的に
冷たい冷却媒体を、何よりもまず、冷却すべきドリンクに直接的に接触させることが有利
である。数秒後、冷却媒体は温まってドリンクと混ざり、おそらく混合室の壁に接触する
ことになる。しかしながら、そのときには、冷却媒体は既に冷却ドリンクの温度まで温ま
っており、冷却媒体の冷却作用は、もはや存在しない。
【００３７】
　以下の図に示す非限定的で模範的な実施例に基づいて、本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明によるデバイスを備えたベンディングマシンを示す概略図である。
【図２】本発明による別のデバイスを備えたベンディングマシンを示す概略図である。
【図３】本発明によるデバイスの、もう一つの実施例の一部分を示す詳細な正面図である
。
【図４ａ】図３のデバイス内で利用する飲料カップを示す概略側面図である。
【図４ｂ】図３のデバイス内で利用する撹拌エレメントを示す概略側面図である。
【図５ａ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【図５ｂ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【図５ｃ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【図５ｄ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１は、ドリンクを冷却するためのデバイス２を備えたベンディングマシン１を示す概
略図である。デバイス２は、水分を含むドリンク（Ａ）、特にミルクシェイク・ミックス
を保持する第一の供給容器３、そして、高圧液体窒素（Ｂ）を保持する第二の供給容器４
からなる。第一の供給容器３は、第一の供給導管５によって混合室６へ結合され、そして
第二の供給容器４は、第二の供給導管７によって混合室へ結合されている。混合室６への
ドリンクおよび液体窒素の、各々の定量供給を可能にするために、第一の供給導管５およ
び第二の供給導管には、閉止バルブ８、９が設けられている。混合室６へのドリンクの供
給は、ポンプ１０を利用して、第一の供給容器３から混合室６へ、ドリンクを強制的に送
ることによる。混合室６への液体窒素の供給は、重力に基づいて、および／またはライズ
・チューブを適用し、その結果として第二の供給容器４内に生じるガス圧力、特に窒素圧
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を利用して行う。この模範的な実施例においては、大気圧にある第二の供給容器４内に、
液体窒素が貯蔵されている。比較的に単純な方式で、窒素を、混合室６に到達するまで液
体で維持できるように、第二の供給容器４および第二の供給導管７は断熱形態をとる。混
合室６内において、ドリンクと液体窒素とが混合されることによって、液体窒素は温まり
、蒸発して気体となる。このとき、ドリンクから熱が奪われる。このように、ドリンク、
特にミルクシェイクは、比較的効率的に、同時に冷却と空気を含ませることができる。ド
リンク、特にミルクシェイクは、さらに、混合中に冷え、ドリンク中に氷部分が形成され
る。これは、同時にドリンクに空気を含ませることと組み合わせた場合、特にそうである
。これにより、ドリンク、特にミルクシェイクの風味は、かなり向上する。この模範的な
実施例においては、最終的に配出されるドリンクは、約－２℃の温度へ再冷却される。窒
素とのドリンクの混合中は、混合室６内でのドリンクの氷結を防止するために、ドリンク
がポンプ１０によって混合室６へ連続的に送られる。管状混合室６を通過した後、冷却さ
せて空気を含ませたドリンクは、放出導管１１を介して、カップ１２内へ配出可能である
。この場合、放出導管１１は、閉止バルブ１３を用いて閉じておくことができる。放出導
管１１内の冷却させて空気を含ませたドリンクを添加物でおいしくするために、オプショ
ンとして、添加物を備える第三の供給容器１４を利用することもできる。第三の供給容器
１４は、別個の閉止バルブ１５を備え、オプションとして、ドリンクへの添加物の添加を
可能にする。ベンディングマシン１のコントロールパネル１６を形成する部分を介して、
ユーザは、ベンディングマシン１が配出するドリンクに関する多様な希望を入力すること
ができる。それに応じて、デバイスは制御ユニット（図示せず）を介して制御可能である
。混合室６へまだ供給されていないドリンクの温度を実質的に一定に保持できるよう、デ
バイス２は、実質的に閉じたハウジング１７からなり、その中に、すべての供給容器３、
４、１４、そして混合室６が収容されている。第二の供給容器４からの不可避の窒素リー
ク１８を介して、ハウジング１７は、比較的低温度（約４℃）に維持できるため、ドリン
クの保存性が向上し、さらに、混合室６内における冷却の制御が容易になっている。ハウ
ジング１７は、オプションとして、別個の冷却手段によって能動的に冷却してもよい。図
示のデバイス２は、動的構成要素を全く採用していないという点で、構造が非常に単純で
ある。したがって、デバイスの清掃は比較的に容易である。デバイス２の構造的な単純さ
に加えて、デバイス２は、ドリンクの効率的な冷却、そして同時の空気混入を可能にする
のに、特に適当である。最終的に配出されるドリンクへの空気混入を望まない場合は、別
個のガス抜きユニットを、混合室６と直列に連続的に結合させて適用してもよい。
【００４０】
　図２は、本発明による他のデバイス２０を備えたベンディングマシン１９を示す概略図
である。デバイス２０は、４０リットルの容積を持つ、液体窒素２１で満ちたガス・ボト
ル２２を含む。ガス・ボトル２２は、断熱導管２３を介して、３リットルの容積を持つバ
ッファ槽２４へ結合されている。導管２３は、通常ガス・ボトル２１の一部を形成するタ
ップ２５によって、ガス・ボトル２２から閉止することができる。バッファ槽２４は、二
重壁ジャケット２６からなり、ジャケット内に真空を生じさせることにより、バッファ槽
２４内に、窒素２１を液体状態で保存可能である。バッファ槽２４は、蒸発した窒素の放
出を可能にするために過圧パイプ２７を備えており、バッファ槽２４内での過剰圧力の蓄
積を防止することが可能である。バッファ槽２４内には、垂直に変位可能なニードル・フ
ロート２８が受容されているため、バッファ槽２４が十分な液面レベルに達した（また、
図示のようになった）とき、バッファ槽２４は、ガス・ボトル２２から閉止される。バッ
ファ槽２４の下側には、制御可能な閉止バルブ２９が設けられている。閉止バルブ２９が
開かれると、バッファ槽２４から液体窒素が流出し始める。バッファ槽２４の容積、そし
てその中に受容可能な窒素の量が既知であるため、窒素の静圧に基づいて、閉止バルブ２
９を開けた場合に、単位時間当たりにどれ程の窒素がバッファ槽２４から流出するのかを
計算することができる。バッファ槽２４内の窒素レベルが下がると、ニードル・フロート
２８も下がるため、窒素２１が、ガス・ボトル２２から導管２３を通ってバッファ槽２４
へ流入し、十分な液面レベルへもう一度到達したとき、ニードル・フロート２８は、バッ
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ファ槽２４をもう一度閉じることになる。デバイス２０はまた、二つのドリンク供給容器
３０ａ、３０ｂを備えており、それらの中に、冷却すべき異なるドリンク３１ａ、３１ｂ
が入れられている。デバイス２０はまた、添加物供給容器３２を含み、最終的にドリンク
３１ａ、３１ｂに、例えば着色剤または香料等の添加物３３を混合することが可能である
。供給容器３０ａ、３０ｂ、３２には、ポンプ３４ａ、３４ｂ、３４ｃが設けられており
、内容物は、各々、ノズル３５ａ、３５ｂ、３５ｃへ誘導されるので、これらのノズルを
使用して、ドリンクや添加物を配出できる。ドリンク３１ａ、３１ｂ、添加物３３、そし
て液体窒素２１は、後述するように、飲料カップ３６内へ受容可能である。飲料カップ３
６は、飲料カップ３６の供給容器３７から、断熱飲料カップ・ホルダ３８へ移される。飲
料カップ・ホルダ３８内に飲料カップ３６が入れられた後、飲料カップ３６内に撹拌エレ
メント３９が入るまで、飲料カップ・ホルダ３８は上方へ変位される。それから、所望の
ドリンク３１ａ、３１ｂが、ノズル３５ａ、３５ｂを介して飲料カップ３６へ一分量で供
給される。実際には、ノズル３５ａ、３５ｂ、３５ｃが、飲料カップ３６の乗法に位置す
るため、ドリンク３１ａ、３１ｂは、少なくとも重力の影響を受けて、飲料カップ３６内
へ落下する。オプションとして、一分量の添加物３３も飲料カップ３６へ供給できる。電
動モータ４０によって飲料カップ３６内の撹拌エレメント３９の軸を回転させることによ
って、ドリンク３１ａ、３１ｂに回転運動を与え、ドリンク３１ａ、３１ｂの液面を凹に
することができる。それから、ドリンク３１ａ、３１ｂの上の凹空間内へ、一分量の液体
窒素２１を供給し、回転効果として、窒素をドリンク３１ａ、３１ｂ内へ分散させること
ができる。バッファ槽２４は、液体窒素が少なくとも重力の影響を受けて飲料カップ３６
内へ落下するよう、方位が定められている。この混合中、窒素２１は蒸発しながら、ドリ
ンクを冷却すると共にドリンクに空気を含ませる。ドリンクを窒素と混合させた後、飲料
カップ・ホルダ３８は下方の位置へ変位され、その後、飲料カップ３６は除かれる。冷却
ドリンク３１ａ、３１ｂを得るために、利用者は、まず第一に、支払いスロット４１を介
して、十分な代金を払わなければならない。その後、コントロールパネル４２を介して、
彼（女）の好みを入力する。このため、デバイス２０は、さらに、利用者が入れた金額お
よび好みを処理するための制御ユニット４３を含む。制御ユニット４３は、また、飲料カ
ップ供給容器３７から飲料カップ・ホルダ３８へ飲料カップ３６を変位させるための、飲
料カップ・ホルダ３８を変位させるための、電動モータ４０を制御するための、ポンプ３
４ａ、３４ｂ、３４ｃを制御するための、そして液体窒素２１の定量化を可能にするため
にバッファ槽２４の閉止バルブ２９を制御するための変位手段（図示せず）を制御するよ
うに適応している。
【００４１】
　図３は、本発明によるデバイス４４の、もう一つの実施例の一部を示す詳細な正面図で
ある。図３によるデバイス４４は、断熱カップ・ホルダ４５を含み、このカップ・ホルダ
４５は、飲料カップ供給（図示せず）から、使い捨て飲料カップ４６の少なくとも一部を
受けるように適応している。デバイス４４はまた、図示の状態で、飲料カップ４６内に部
分的に配置される撹拌エレメント４７を含む。デバイス４４は、さらに、ドリンク供給容
器（図示せず）と、冷却媒体として機能する液体窒素のための供給容器（図示せず）とに
、各々結合された定量手段４８を含む。飲料カップ４６へ供給されるドリンクおよび液体
窒素の各々の定量は、制御ユニット（図示せず）によって決定される。ドリンクと窒素と
の定量は、連続的に飲料カップ４６へ供給される。この場合、窒素を加える前に、飲料カ
ップ４６に既に供給されたドリンクに渦を発生させるために、撹拌エレメント４７が作動
される。定量手段４８は、それから、ドリンクを冷却しながら、窒素とドリンクとを混合
するために、生じた渦の中へ液体窒素を落下させる。さらに、この場合、液体窒素は蒸発
するので、ドリンク中に空気を含ませることもできる。窒素気泡に加えて、実際には、撹
拌エレメント４７の作用によっても、ドリンク内に空気気泡が生じることが期待できる。
ドリンク内に生じた気泡は、通常、液体窒素の影響下でドリンク内に形成される氷晶の存
在によって、安定化される。ドリンクの体積および粘度は、ドリンク内の氷晶および気泡
の存在によって増加する。この模範的な実施例におけるカップ・ホルダ４５、そしてそれ
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に依存する飲料カップ４６は、撹拌エレメント４７および定量手段４８に対して、第一の
ガイド４９に沿って垂直に変位可能である。冷却ドリンクの調合後、カップ・ホルダ４５
、そしてそれに依存する飲料カップ４６は、撹拌エレメント４７から離れて中間位置へ、
下方へ変位する。その位置において、飲料カップ４６の上端５０は、撹拌エレメント４７
よりも（ちょうど）低い位置に来る。デバイス４４はまた、第二のガイド５１に沿って水
平に変位可能な操作エレメント（manipulating element）５２を含む。操作エレメント５
２は、いわゆるピック・アンド・プレース・エレメントとして、上述の中間位置の飲料カ
ップ４６の周りに係合するように適応している。このため、飲料カップの上端５０は、通
常、操作エレメント５２上に載ることになる。この位置で飲料カップ４６は保持されなが
ら、カップ・ホルダ４５は、さらに下方へ最低位置へ変位する。最低位置では、カップ・
ホルダ４５の上端５３が、飲料カップ４６の下端５４よりも（少しだけ）低くなる。それ
から、操作エレメント５２は、一般的に、飲料カップ４６を直線（水平）運動で配出開口
（図示せず）へ変位させる。そこで、フレッシュに冷却されたドリンクを入れた飲料カッ
プ４６は、デバイス４４から取り出され、消費される。図示のように、カップ・ホルダ４
５は、飲料カップ４６の取りはずし後、撹拌エレメント４７の真下に配置されることにな
るため、カップ・ホルダ４５は、撹拌エレメント４７からしたたり落ちるドリンクの残り
を受けるように適応している。したがって、カップ・ホルダ４５は、収集したドリンク残
留物の排出を可能にするために、排出導管（図示せず）に結合された排出口５５を備える
。ドリンクの調合後に撹拌エレメント４７を洗浄剤、一般的に水できれいに洗浄する場合
には、これも、カップ・ホルダ４５によって受けて排出する。この場合、洗浄の前に、カ
ップ・ホルダ４５は、撹拌エレメント４７の実質的に全体がカップ・ホルダ４５内に収容
されるまで、上方へ変位される。この場合、カップ・ホルダ４５は、カップ・ホルダ４５
の外へドリンク残留物および洗浄剤がはねないよう、撹拌エレメント４７に結合した閉止
エレメント５６で閉じられる。そうすることによって、デバイス４４が汚れることを制限
する。撹拌エレメント４５の洗浄中は、一般的に、撹拌エレメント４７を回転させた方が
有利である。そうすれば、ドリンク残留物および洗浄剤は、比較的に容易に撹拌エレメン
トから除去できる。上記説明の洗浄工程は、別個にも適用できるため、本発明による方法
に必ずしも依存するものではなく、本発明による方法の後に行わなければならないことで
あることに注意すべきである。さらに、この洗浄工程を、本発明によるデバイス内ではな
く、他のデバイス内で適用することも想定できるため、上記の洗浄工程は、一つの発明と
考えることもできる。
【００４２】
　図４ａは、図３のデバイス４４内で使用するための飲料カップ４６を示す概略側面図で
ある。この模範的な実施例における飲料カップ４６は、プラスチック板紙から製造され、
円錐台の形状を持つ。この模範的な実施例においては、下側の直径Ｄ１が６０ｍｍに達し
、上側の直径Ｄ２が９０ｍｍに達し、そして内側の高さＨｃが１００ｍｍに達する。この
場合、カップの容積は、約４５０ｍｌに達する。
【００４３】
　図４ｂは、図３のデバイス４４内で使用するための撹拌エレメント４７を示す概略側面
図である。撹拌エレメント４７のデザインおよび寸法は、特に飲料カップ４６のデザイン
および寸法に関連し、一般的に、ドリンクへの冷却媒体の供給を制御できるよう、ドリン
ク内に満足な渦を形成可能であることが特に重要である。図４ｂに示す撹拌エレメント４
７によって、図４ａに示す飲料カップ４６内に、実質的に楕円形の放物面の渦が形成でき
る。撹拌エレメント４７は、二つのアンカー部５８ａ、５８ｂが結合された中央回転シャ
フト５７からなる、いわゆるフレーム型スターラである。アンカー部５８ａ、５８ｂは、
二つの横断方向の連結部５９、６０によって相互に結合されている。撹拌エレメントの底
側の幅Ｗ１は５０ｍｍに達し、撹拌エレメント４７の上側の幅Ｗ２は６８ｍｍに達し、そ
して撹拌エレメント４７の高さＨｓは８８ｍｍに達する。撹拌エレメント４７の下側から
横断方向の連結部５９、６０への距離Ｈ１、Ｈ２は、各々、２２ｍｍおよび３８ｍｍに達
する。
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【００４４】
　図５ａから図５ｄは、本発明による冷却ドリンク、特にミルクシェイクの調合における
連続なステップを示す。ここでは、特に図３に示すデバイス４４を使用する。図５ａから
図５ｄは、特に、定量手段４８、撹拌エレメント４７および飲料カップ４６のアセンプリ
を示す。本発明の方法による冷却ミルクシェイクを調合するための方法は、図５ａから図
５ｄを参照しながら、以下の通りに説明できる。第一のステップにおいて（図５ａを参照
）、定量手段４８の第一のノズル６１を介して、約１７６ｍｌのミルクシェイク６２を飲
料カップ４６へ供給する。この場合、ミルクシェイク６２は、水性物質からなり、一般的
に、例えば、脱脂乳、水牛ミルク、粉乳、フラクトース、乳漿粉で、また、着色剤、芳香
物質や調味料等の一つ以上の添加物で富ませることができる。撹拌エレメント４７によっ
て、ミルクシェイク６２内に、実質的に楕円形放物面の形状を持つ渦６３が生じる。この
場合、撹拌エレメント４７は、毎分１１５０回転の回転速度を持つ。このときの最高液面
レベルを破線Ｌ１によって示す。この状態において、撹拌エレメント４７は、飲料カップ
４６の底部４６ａから、約１５ｍｍ（ｈ１）に位置する。ミルクシェイク６２の供給後に
、液体窒素６５は、窒素６５が渦６３内へ落下するよう（図５ｂを参照）、定量手段４８
の一部を形成する第二のノズル６４を介して、飲料カップ４６へ供給される。この状態に
おける渦Ｈｖ１の高さは、約３ｃｍに達する。渦６３へ供給される窒素６５の全体積は、
渦６３が包囲する容積の約４５%に対応する。渦６３の回転運動による遠心力が、渦６３
内に存在する窒素に作用するため、渦６３内の窒素６５は離心方向へ移動する。しかしな
がら、この場合、供給される窒素６５の量、そして渦６３の形状は、液体窒素６５が飲料
カップ４６に全く接触しない、あるいは、ほとんど接触しないよう、相互に調節される。
図示のように、窒素６５は、渦６３の最低点から、そして撹拌エレメント４７から計算さ
れる、撹拌エレメント４７と飲料カップ４６との間の最短距離の約５０%の位置で供給さ
れる。このようにすれば、液体窒素６５と、撹拌エレメント４７および飲料カップ４６の
両方との接触は、可能な限り防止できる。図５ｃに示すように、渦内に未だに存在する液
体窒素６５は、離心方向へ移動し、撹拌中、窒素６５がミルクシェイク６２内へ連続的に
吸収されながら、ミルクシェイク６２を冷却し、ミルクシェイクに空気を含ませる。その
結果、ミルクシェイク６２の体積は、初期液面レベルＬ１よりも高い液面レベルＬ２へ上
昇する。また、ミルクシェイク６２の粘度も、かなり増加する。はね散る可能性が低減さ
れているため、ミルクシェイク６２と窒素６５との徹底的な混合をもたらすよう、より高
い撹拌速度を適用できる。さらにこの混合を強烈にするために、撹拌エレメント４７を飲
料カップ４６に対して下方の下側の位置へ変位させ（またはその逆）（図５ｄを参照）、
撹拌エレメント４７の最低部と飲料カップ４６の底部４６ａとの間隔ｈ２を、１５ｍｍ（
ｈ１）から、約２から４ｍｍへ減少させる。この結果、約５ｃｍの高さＨｖ２を持つ、よ
り深い渦６２が得られ、液面レベルは、さらにレベルＬ３まで上昇する。ミルクシェイク
６２の液体窒素６５との十分な混合後、飲料カップ４６から撹拌エレメント４７が除去さ
れる。その後、冷やして空気を含ませたミルクシェイク６２は消費される。
【００４５】
　本発明は、ここに図示し説明した模範的な実施例に限定されず、添付の請求項の範囲内
で、同業者には自明である多くの変形が可能であることは明らかである。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４ａ】
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【図４ｂ】 【図５ａ】

【図５ｂ】 【図５ｃ】



(24) JP 2010-517564 A 2010.5.27

【図５ｄ】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月11日(2009.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水分を含むドリンクのための少なくとも一つのドリンク供給容器と、少なく
とも一つの冷却媒体を保持するための少なくとも一つの冷却媒体供給容器からなる、ドリ
ンク、特にミルクシェイクを冷却するためのデバイスに関する。本発明はまた、そのよう
な少なくとも１台のデバイスを備えるベンディングマシンに関する。本発明は、さらに、
本発明によるデバイスを利用する、ドリンクを冷却するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ミルクシェイクの機械調合は、一般的に、冷凍シリンダ内に、水を含む基本的な成分を
入れて行われる。この場合、基本的な成分の、冷凍シリンダの壁近くに配置された部分は
、（部分的に）凍ることになる。冷凍シリンダの壁から凍った部分を掻き落とし、それを
挽いて、その後、基本的な成分の凍ってない部分と混合することによって、実際の冷却ミ
ルクシェイクを得ることができる。ミルクシェイクは、一般的に、よりあっさりした風味
を持たせるために、空気を含ませている。この方法は、市場で産業的に大規模に採用され
ているが、ミルクシェイクを製造する、特に冷却するためのこの方法には、多数の欠点が
ある。既知の方法の重大な欠点は、ミルクシェイクの調合を可能にするために、比較的多
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数の可動構成要素、例えば、凍った成分を砕くためのスクレイパや破砕手段が必要であり
、また、比較的に時間のかかる調合方法であることである。さら、スクレイパや破砕手段
を備えた、既知の調合方法を適用するために必要な装置は、比較的に複雑であり、また比
較的に頻繁なメンテナンスを必要とするため、比較的に高価なものである。
【０００３】
　英国特許出願ＧＢ２ ４０８ ４６７は、流体炭酸ガス飽和システムを開示する。このシ
ステムは、流体を内包するカーボネイタ・タンク、そして、タンク内の流体に渦巻き運動
を生じさせるためにタンク内の流体内へ気体を注入するための手段からなり、気体は、Ｃ
Ｏ２ガス・アンダー（gas under）によって形成してもよい。しかしながら、複数の試験
は、ドリンクへの低温冷却媒体の注入が、満足な調合方法とはならないことを示している
。その理由は、適用された注入手段のノズルの内外に、概して氷の形成が起こり、低温冷
却媒体の以降の供給が不可能になる、ことである。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の目的は、ミルクシェイクまたは他のドリンクを冷却するための、改良されたデ
バイスを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、この目的のために、序文に明記したタイプのデバイスを提供するが、このデ
バイスはさらに以下のものからなるという特徴を持つ。ドリンク供給容器と冷却媒体供給
容器とに結合して、ドリンクの分量と、ドリンクのその分量を冷却するのに必要な冷却媒
体の分量とを定量するように適応された定量手段（dosing means）。定量手段によって各
々定量された（dosed）ドリンクの分量と冷却媒体の分量とを連続的に受けるための、少
なくとも一つの混合室。そして混合室へ供給される冷却媒体の分量を受容する目的で、混
合室内に存在するドリンク内に渦を発生させるように適応するよう、混合室に相対的に配
置された、少なくとも一つの撹拌エレメント。このデバイスにおいて、撹拌エレメントは
、また、混合室内に存在するドリンクと、混合室内に存在する冷却媒体とを混合するよう
に適応しており、混合室内の冷却媒体は、気体状態への相変化、および／あるいは断熱性
膨張を経ながら、ドリンクを冷却する。ドリンクの効果的冷却は、比較的に冷たい（飲用
可能な）冷却媒体を、比較的に温かいドリンクに物理的に混合することによって実現でき
る。気体の状態へ相変化を経る、および／または断熱性膨張を経ることによってドリンク
を冷却するように適応した低温冷却媒体を用いることは、ドリンクの瞬間的で強力な冷却
を達成するのに、さらに効果的である。この場合、ドリンク内には結晶が形成される、あ
るいは少なくともその可能性がある。一般的に氷部分を形成するドリンクの一部（のみ）
による、この結晶の形成は、部分的に凍ったドリンクを飲むときの、風味の向上に貢献す
る。冷却媒体が、非気体の状態から気体の状態へ相変化を経るように適応しているケース
では、冷却媒体の沸点は、一般的に、ドリンクの氷点よりも低い。この文脈における氷点
は、また、氷結範囲を意味する、とも理解すべきであり、そして沸点も、沸騰範囲を意味
する、と理解すべきである。冷却媒体を加熱して、蒸発あるいは昇華させるために必要な
熱は、冷却すべきドリンクから引き出されることになる。初期状態で液体または固体の冷
却媒体が蒸発あるいは昇華するので、ドリンク中に小さな気泡が生じることになるため、
ドリンクに空気を含ませることになる。ドリンクの性質、特にドリンクの粘度に応じて、
気泡は、ドリンク中に比較的安定に維持されて含まれることになる、またはドリンクから
比較的急速に容易に抜けることができる。また、ドリンク内で、圧縮気体の冷却媒体、例
えば空気の断熱性膨張を許容することによってドリンクを冷却することも考えられる。こ
の体積の増加に起因して、冷却媒体の温度が低下し、それによってドリンクの温度も低下
する。すなわち、ドリンクの冷却が可能である。一般的に、本発明によるデバイスを使用
してドリンクを冷却して空気を含ませることは、また、ドリンクを飲むときの風味の向上
へ貢献する。ミルクシェイクの既知の調合においても、一般的に、ミルクシェイクは、そ
の風味を向上させるために空気を含ませている。この場合、空気の混入は、（ミルクシェ
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イクを泡立てることによって）受動的に、および／または（ミルクシェイク内へ空気を注
入することによって）能動的に行われる。本発明によるデバイスの、もう一つの重要な利
点は、デバイスが、冷却媒体の効果的で制御式の供給を可能にするように適応しているこ
とである。低温冷却媒体、好ましくは液体窒素が一般的に適用されるため、ドリンクへの
冷却媒体の供給は、比較的慎重なやり方で行われなければならない。その理由は、冷却媒
体が過剰にドリンクへ供給されたならば、ドリンクは即座に凍ってしまうことであり、こ
れは好ましくない。冷却媒体が混合室の壁に接触した場合は、壁へのドリンクの局所的氷
結が発生するだろう。そうなると、その後の冷却工程への悪影響は甚大になる可能性があ
る。上述のように、試験によって、ドリンクへの低温冷却媒体の注入が、満足な調合方法
にならないことも分かっている。一般的に、その適用注入手段のノズル（３５ａ、３５ｂ
、３５ｃ、４８、６１、６４）の内外に氷の形成が生じるため、低温冷却媒体の供給は、
継続が不可能になる。本発明によるデバイスは、冷却媒体の供給前にドリンク内に渦を生
成することによって、これらの問題に解決策を提供する。この渦は、実に、供給される冷
却媒体のための凹形受容空間として機能するため、冷却媒体は、通常、渦によって包囲さ
れたその空間へ落下しながら供給されることになる。撹拌エレメントによって渦の回転が
維持されるため、冷却媒体は、半径（離心）方向への遠心力の影響下で、渦によって形成
されたドリンク面を覆うように変位し、徐々に、そして（通常）部分的にドリンク内へ吸
収されながら、ドリンクを冷却し、またドリンクに空気を含ませることになる。遠心力の
大きさは、（他の要因もあるが）渦の乱流によって決定するため、乱流の程度は、例えば
、撹拌エレメントの撹拌速度を修正することによって、および／または混合室に対する撹
拌エレメントの位置を調節することによって管理できる。この場合、最適な乱流は、好ま
しくは、一方で、最適な混合となること、そして他方で、冷却媒体と、混合室および／あ
るいは撹拌エレメントとの接触を防止することを目指されなければならない。撹拌エレメ
ントが回転可能にデバイス内に配置されるのが一般的であるが、混合室を回転可能にデバ
イス内に配置することも考えられる。また、これら二つの組み合わせも想定できる。重要
なことは、撹拌エレメントと混合室との相対回転である。本発明によるデバイスは、撹拌
エレメント（および／または混合室）以外、可動構成要素を備える必要がないため、デバ
イスは、構造的に、比較的単純で安価な形態をとることができる。これにより、比較的に
受動的なデバイスは、比較的に省エネルギーで低騒音の方式で機能することが可能である
ことが、さらに予想できる。本発明によるデバイスを用いれば、ミルクシェイクに加えて
、他のドリンクも効果的に冷却できる。他のタイプのドリンクの例としては、アルコール
（ミックス）ドリンク、アイス・ドリンク、特にスラッシュ・パピー、フルーツ・ドリン
ク、特にスムージー、ソフト・ドリンク、ヨーグルト、クオーク・チーズ、スープおよび
水がある。しかしながら、本発明によるデバイスを使用してソフト・アイスクリームを冷
却することも可能である。ソフト・アイスクリームは、（粘性）流体であるため、移送手
段、例えばポンプによって変位させる、特にポンプ移送させるのに適当である。したがっ
て、ソフト・アイスクリームも、この特許に関連するドリンクであると見なす。（少なく
とも部分的に液体の）ドリンクが機械的に移送できる、特にポンプ移送できる限り、本発
明によるデバイスを使用して他のタイプのドリンクを冷却することも可能である。
【０００６】
　好適実施例においては、撹拌エレメントが、混合室内に存在するドリンク内に実質的に
楕円形放物面の渦を生じるように適応するよう、撹拌エレメントは混合室に相対的に配置
される。理想的な状態における渦は、真の楕円形放物面（放物線状回転体）であることが
好ましい。そうであれば、渦によって包囲される対称形状の凹空間は、冷却媒体の制御式
供給を可能にするのに特に有利である。なぜなら、冷却媒体と混合室の壁との接触、それ
によるドリンクの瞬間的な氷結が、可能な限り防止できるからである。この対称形の、現
実には実質的に対称形の渦のデザインは、撹拌エレメントの撹拌速度、撹拌エレメントの
デザイン、混合室のデザイン、ドリンクに対する撹拌エレメントの方位、ドリンクの特性
、例えば粘度、そして混合室に対する撹拌エレメントの方位を含む多数の要因に依存する
。この後の方の要因に関して、撹拌エレメントの長軸が、混合室の概して実質的に垂直に
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向いた長軸に実質的に平行に配置されることが有利である。したがって、撹拌エレメント
は、実際、概して、ドリンク内に直立して配置される。撹拌エレメントの長軸は、実質的
に混合室の長軸と合致することがより好ましい。それによって、実質的に対称形の断面形
状を持つ渦が、混合室内に形成される。この場合、混合室の壁の作用による渦の非対称変
形が防止できる。しかしながら、この場合、混合室が実質的に円形断面形状であれば、ド
リンク内の渦が、主に撹拌エレメントによって形成される、あるいは、少なくともほとん
ど混合室の壁によらないので、有利である。このことは、理想的な渦の形成および維持を
向上させることになる。この場合、混合室の直径は一定であってもよいが、混合室の長さ
方向に変化させることもできる。特定な好適実施例における混合室のデザインは、実質的
に円錐台に対応する。この場合、混合室は、飲料カップまたは他のタイプの飲料容器によ
って形成されることがより好ましい。飲料カップの混合室としての利用には、ドリンクの
冷却が、実に飲料カップ内のみにおいて行われ、前もって行われることがない、という利
点がある。この場合、ドリンクの撹拌も、飲料カップ内で行われることになる。このよう
にすれば、常に、フレッシュに冷却したドリンクを消費者に提供することが可能である。
飲料カップは、通常、一度だけの使用に適応しているため、使い捨ての形態をとる。しか
しながら、混合室を飲料カップによって形成せずに、混合室の内容物、すなわち冷却ドリ
ンクを、調合後に飲料カップ、例えば、水差し、ボトル、ドリンク・パッケージまたは消
費者のために適当な他のタイプの飲料容器へ転送することを想定することもできる。
【０００７】
　撹拌エレメントと混合室との相対方位は、変化可能であることが好ましい。これによっ
て、生じる渦の形状は、比較的に単純な方式で管理できることになり、特に、実質的に一
定に維持されることが好ましい。渦の形状、そして特に渦のサイズ（dimensioning）は、
ドリンク内で撹拌エレメントを、より深い所で、または、より浅い所で撹拌させるのかに
影響を受けやすい。しかしながら、ドリンクの冷却中に渦の形状を修正することは、特に
有利である場合もある。初めはドリンクが比較的に暖かく、あまり粘性がないため、通常
、混合室内に撹拌エレメントを比較的高い位置で配置する方が有利である。そうすること
によって、渦のサイズは、小さいままで処理しやすいものとなり、ドリンクが混合室から
はね散ることを可能な限り防止できる。冷却媒体の供給中、そして供給後、ドリンク内に
氷晶形成が発生する。この場合、ドリンクは、通常、空気を含むことにもなるので、その
結果、ドリンクの粘性は実質的に増加する。冷却媒体、ドリンク、その中に形成された氷
晶、そしてその中に存在する気泡の十分な混合をもたらすために、通常、混合室内のより
低い位置へ撹拌エレメントを変位させるのが有利である。そうすることによって、より徹
底的な混合が得られる。ドリンクがより高い粘度を得た結果として、混合室に対して撹拌
エレメントを変位させている間、そしてその後も、渦の形状は、必ずしも変化させる必要
はなく、混合室からのドリンクのはね散りを、絶えず防止することができる。明らかでは
あるが、渦の形状は、撹拌エレメントの撹拌速度の変化からも影響を受ける可能性がある
。混合室に対して撹拌エレメントの変位が可能であることは、さらに、混合室から撹拌エ
レメントを比較的単純に取り外すことを可能にする。これは、混合室が飲料カップによっ
て形成されるケースでは、特に有利である。これによって、飲料カップは、比較的単純に
デバイスから取り出すことができる。撹拌エレメントおよび混合室は、相互に対して軸方
向に変位可能であることがより好ましい。軸方向の変位が可能であることは、概して、最
も有利である。一方で、渦の形状を比較的効果的に規制および最適化することを、そして
他方で、混合室から撹拌エレメントを取り外すことを可能にする。
【０００８】
　デバイスは、混合室を適所に保持する、および／または変位できる保持手段からなるこ
とが好ましい。この場合、保持手段は、多様な性質のものが可能であり、例えば、混合室
を支持するように適応させてもよい。保持手段は、混合室を着脱可能に締め付けるように
適応していることが好ましい。この場合、保持手段は、混合室の両側に係合するように適
応した、少なくとも二つの締め付けエレメント、特に、締め付けフィンガーからなること
がより好ましい。特定な好適実施例においては、保持手段は、デバイス内で混合室を変位
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させる、特に、撹拌エレメントに対して混合室を変位させるように適応している。したが
って、保持手段は、混合室を、定量手段によって供給されるドリンクおよび冷却媒体を混
合室が各々受容するように適応した稼働位置、そして冷却ドリンクを消費できるようデバ
イスから混合室を取り出し可能な非稼働位置から変位させることができる。
【０００９】
　好適実施例においては、デバイスは、混合室の少なくとも一部を受容するための混合室
ホルダからなる。混合室ホルダは、可能な限りデバイス内の冷却ドリンクの加温を防止す
るよう、少なくとも部分的に断熱であることが好ましい。混合室ホルダは、混合室に密接
に適合して混合室を支持するように適応していることが好ましい。混合室ホルダは、冷却
ドリンクの調合後、混合室が、デバイス内で比較的容易に変位可能で、オプションとして
、デバイスによって配出されるよう、混合室に対して変位可能であることが好ましい。特
定な好適実施例においては、撹拌エレメント、混合室および混合室ホルダは、直線的に相
互に変位可能であり、保持手段によって混合室が適所に保持されることが好ましい。混合
室が飲料カップによって形成されるケースでは、実際には、通常、飲料カップが飲料カッ
プ・ホルダに収容され、その後、飲料カップ内に撹拌エレメントが配置される。それから
、飲料カップへドリンクの一分量、そして冷却媒体の一分量が連続的に加えられる。冷却
ドリンクの調合後、飲料カップ・ホルダ、それによって飲料カップも、撹拌エレメントを
離れて下方へ、飲料カップの上端が撹拌エレメントよりも（少しだけ）低い中間位置へ変
位される。この中間位置において、保持手段が飲料カップの周りに係合して飲料カップを
その場に保持する。飲料カップ・ホルダは、さらに下方へ、飲料カップ・ホルダの上端が
飲料カップの下端よりも（少しだけ）低い最低位置へ変位される。それから、保持手段が
飲料カップを、概して直線的な運動で配出開口（dispensing opening）へ変位させる。こ
の場合の直線運動は、通常、飲料カップ・ホルダの先の変位方向を横切る方向をとる。こ
の好適実施例では、飲料カップ・ホルダは、撹拌エレメントの真下に位置し、そのことに
よって、撹拌エレメントから滴り落ちるドリンク残留物を受けるように適応している。飲
料カップ・ホルダ内に集めたドリンク残留物の除去を可能とするため、飲料カップ・ホル
ダは、通常、少なくとも一つの排出路を備えることが有利である。冷却ドリンクの調合後
に撹拌エレメントが洗浄される場合は、また、飲料カップ・ホルダによって洗浄剤、通常
、水を受けて排出させることもできる。撹拌エレメントの洗浄中、通常、飲料カップ・ホ
ルダは、撹拌エレメントが少なくとも部分的に飲料カップ・ホルダ内に配置されるまで、
上方へ変位させるのが有利である。このことによって、飲料カップ・ホルダの周囲への、
ドリンク残留物および洗浄剤のはね散りを制限し、デバイスが汚れることを阻止できる。
この場合、飲料カップ・ホルダは、撹拌エレメントの洗浄中、例えば、飲料カップ・ホル
ダの上へ適合するトップ・エレメントを適用することによって、実質的に媒体を通さない
ように密閉されるのが、特に有利である。撹拌エレメントの洗浄中には、撹拌エレメント
を回転させることが、概して有利である。そうすることによって、撹拌エレメントから、
ドリンク残留物および洗浄剤を比較的容易に除去できる。そうでなければ、撹拌エレメン
トに加えて飲料カップ・ホルダも洗浄できるよう、飲料カップ・ホルダは、洗浄中、少な
くとも部分的に洗浄剤で満たすことになる。使用した洗浄剤の除去は、通常、飲料カップ
・ホルダの一部を形成する排出路を介して行われる。この場合、飲料カップ・ホルダから
排出路を介して洗浄剤を吸い出すという強制的な方式で行われることが好ましい。
【００１０】
　撹拌エレメントは、非常に多様なデザインをとることができる。しかしながら、多少理
想的な渦を生成するという目的において理想的なデザインおよびサイズは、他の要因もあ
るが、通常、飲料カップのデザインおよびサイズに大きく依存する。ロッド・スターラ・
タイプの撹拌エレメントを適用することが好ましく、この撹拌エレメントは、一つ以上の
撹拌ブレードが結合された細長い物理的回転シャフトを備え、撹拌ブレードは、回転シャ
フトに対して少なくとも一方の側に突出する。この場合、撹拌ブレードも多様な方式で具
現できる。好適実施例においては、撹拌エレメントは、アンカー・スターラによって形成
される。アンカー・スターラは、ロッド・スターラの一つの特殊なタイプであり、二つの
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アンカー部分が、各々回転シャフトの両側に取り付けられている。アンカー部分は、さら
に、一つ以上の横断方向の連結部によって相互に結合して、鏡対称形のフレームに形成で
きる。試験によって、この種のアンカー・スターラ、とりわけ、フレーム型スターラは、
特に混合室が飲料カップによって形成されるケースでは、混合室内に存在するドリンク内
に安定な渦を生成するのに、特に適当であることが分かっている。
【００１１】
　好適実施例においては、定量手段は、混合室の長軸と混合室の壁との間に位置する位置
で、冷却媒体を混合室へ供給するように適応している。この場合、冷却媒体（およびドリ
ンク）の供給は、通常、冷却媒体（およびドリンク）を混合室内へ落下させることによっ
て行われる。ドリンクへの冷却媒体の注入は、通常、適用した注入手段の直接的で瞬間的
な氷結に至るため、ドリンクの（それ以上の）冷却は不可能である。しかし、冷却媒体の
温度が、ドリンクの氷点ほどであれば、冷却媒体の注入を想定することは可能であろう。
しかしながら、液体窒素またはドライアイスが冷却媒体として適用されるケースでは、注
入は、満足できる制御されたドリンクの冷却を可能にする、実行可能なオプションではな
い。撹拌エレメントの回転シャフトと混合室の壁との間の位置で冷却媒体を供給すること
によって、冷却媒体と、撹拌エレメントおよび混合室の両方との接触は、可能な限り防止
できるため、同様に、混合室内の撹拌エレメントの位置に、および／または混合室の位置
に氷のかたまりが形成されることは、可能な限り防止できる。特定な好適実施例において
は、定量手段は、混合室の長軸から計算される混合室の長軸と混合室の壁との間の最短距
離の１０%から８０%、好ましくは２０%から７０%、より好ましくは２５%から６０%の位置
で、混合室へ冷却媒体を供給するように適応している。この場合、最短距離は、撹拌エレ
メントの位置におけるドリンク・レベルから計算されることが好ましい。
【００１２】
　好適実施例においては、デバイスは、相互に直列に結合された複数の冷却媒体供給容器
からなる。複数の直列に結合された冷却媒体供給容器の使用は、通常、実用的な観点から
有利である。この場合、比較的に容積が大きく、重い第一の（主要な）供給容器は、例え
ば、ガス・ボトルから形成して、第一の（主要な）供給容器を、比較的にコンパクトな第
二の（補助的な）供給容器に結合できる。第一の（主要な）供給容器は、概して、比較的
に容積が大きく（例えば４０リットル）重い形態をとるので、デバイスの底部に配置する
ことが好ましい。第二の（補助的な）供給容器は、通常２、３リットルの限られた容積を
持つバッファ槽として機能するので、デバイス内のより高い位置に比較的に単純に配置で
きる。この場合、バッファ槽は、混合室へ冷却媒体を供給するための定量手段へ連結する
ように適応する。バッファ槽は、概して、バッファ槽へ供給する目的のための第一の冷却
媒体供給容器へ直列に結合される。バッファ槽は、バッファ槽内の冷却媒体が所定レベル
に到達したときにバッファ槽と第一の冷却媒体供給容器との連結を遮断できるよう、フロ
ートを備えることが好ましい。このようにして、バッファ槽内の静圧は、実質的に一定に
保持できる。このことは、冷却媒体の適用量を定めるのに特に有利である。フロートを用
いて冷却媒体レベルに依存するバッファ槽の閉止に代えて、このことを他のやり方で実現
することもできる。その場合、冷却媒体レベルを検出し、それに従って閉止バルブを、空
圧によって、油圧によって、または電気機械的に制御しなければならない。バッファ槽は
二重壁形状をとることが好ましい。この場合、バッファ槽の効率的な断熱を可能にするた
めに、二重壁ジャケット内へ、真空、または少なくともアンダー・プレッシャー（underp
ressure）を適用する。
【００１３】
　冷却媒体供給容器内に冷却媒体を、その状態を管理しながら貯蔵して、冷却媒体を意図
的に、概して液体（または固体）の状態に維持することによって、（概して大気圧となる
）混合室内において、比較的単純なやり方で冷却媒体の相変化をもたらすことができるた
め、ドリンクの冷却が実現可能である。液体または固体の状態で圧力下に低温冷却媒体を
維持することは、概してまた、比較的低温度で、比較的に大量の冷却媒体を貯蔵可能にす
るという目的において有利である。圧力容器として機能する冷却媒体供給容器は、例えば
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大気圧よりも１バール高い圧力で、液体冷却媒体を維持するように適応していることが好
ましい。なお、液体冷却媒体は、窒素であることがより好ましい。窒素に加えて、（液体
）空気、（固体）二酸化炭素および（液体）ヘリウムを適用することも想定できる。しか
しながら、冷却媒体が消費者による消費に適当であるという一般的な条件で、他のタイプ
の冷却媒体を適用することも考えられる。冷却媒体供給容器が、大気圧で冷却媒体を保持
するように適応していることを想定することも可能である。さらにこれは、概してエネル
ギーの観点からも特に有利である。しかしながら、液体および気体の冷却媒体は、移送が
比較的に容易であるため、液体または気体（したがって、固体でない）冷却媒体を適用す
ることは好ましい。これは、冷却媒体の扱いをかなり容易にするので、そのような冷却工
程も容易になる。しかしながら、ドリンクを、第一の（液体あるいは気体の）冷却媒体で
、そして同時に第二の（固体、液体あるいは気体の）冷却媒体でも冷却することを想定す
ることも可能である。これは、実用的な、および／または美的な観点から有利である。冷
却媒体を圧力下で保持するためには、通常、少なくとも一つの冷却媒体供給容器を、実質
的に断熱な形態にすることが有利である。この場合、冷却媒体供給容器が二重壁ジャケッ
トからなり、その中に真空、または少なくともアンダー・プレッシャーが設けられるのが
有利である。複数の冷却媒体供給容器が適用されるケースでは、可能な限り冷却媒体の時
期尚早な加熱を回避できるよう、すべての冷却媒体供給容器を断熱形態にするのが有利で
ある。冷却媒体供給容器は、本発明によるデバイスのエネルギー効率を最適化できるよう
、断熱導管を介して定量手段へ結合されることが好ましい。冷却媒体供給容器は、デバイ
スの効率をさらに向上させるために、導管を介さないで、定量手段へ直接結合されること
が好ましい。
【００１４】
　定量手段は、概して、ドリンク供給容器へ結合した少なくとも一つのノズル、そして冷
却媒体供給容器へ結合した少なくとも一つのノズルからなる。この場合、ノズルのデザイ
ン、サイズおよび位置は、非常に多様である。しかしながら、特定な好適実施例において
は、混合室に対してノズルは、ドリンクおよび冷却媒体の両方が、重力の影響下で混合室
内へ落下するように位置決めされる。この場合にオプションとして、ドリンクおよび／あ
るいは冷却媒体へ圧力を適用できる。混合室内に存在するドリンク内へ冷却媒体を注入す
る代わりに、混合室内へ冷却媒体を落下させることは、ドリンク内に氷のかたまりが成形
することを、より効率的に防止できるため、ドリンクが十分に撹拌可能な状態に留まる、
という有意な利点がある。このことは、ドリンクの比較的高速で効果的な、均質な冷却を
高めることになる。
【００１５】
　好適実施例においては、デバイスは、一分量のドリンクと一分量の冷却媒体とが連続的
に混合室へ供給できるように定量手段を制御するよう、少なくとも適応している制御ユニ
ットからなる。制御ユニットはまた、冷却媒体がドリンクへ供給される前に撹拌エレメン
トが作動するよう、撹拌エレメントを制御するように適応していることがより好ましい。
ドリンク内における冷却媒体の最適な分散、そしてそれによるドリンクの最適な冷却は、
ドリンクの撹拌中に冷却媒体を供給することによって実現できる。混合室が飲料カップに
よって形成されるケースでは、ドリンクを撹拌することによって、凹液体面を持つ渦を生
じさせ、その面の中に、その後、冷却媒体を配置することになる。上述のように、ドリン
クへの冷却媒体の制御式の供給、ドリンクと冷却媒体との制御式の混合、そしてそれによ
るドリンクの制御式の冷却と空気の混入は、渦を適用することによって実現できる。凹液
体面は、ドリンクを介した冷却媒体の分散を速めると共に、冷却媒体と混合室（飲料カッ
プ）の壁との接触を防止する。撹拌エレメントの最適な撹拌速度（回転速度）は、ドリン
クの粘度に加えて、カップ・ホルダおよび撹拌エレメントのデザインおよびサイズを含む
複数の要因に依存する。制御ユニットはまた、撹拌エレメントの撹拌速度を制御するよう
に適応していることが好ましい。制御ユニットはまた、撹拌エレメントと混合室との間の
（最短）距離の変化、そして撹拌エレメント、混合室、混合室ホルダ、適用された場合の
保持手段の、特に相対配向の変化を制御するように適応している。
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【００１６】
　好適実施例においては、冷却媒体供給容器は、冷却媒体を能動的に冷却するための冷却
手段からなる。このようにして、冷却媒体は、冷却媒体供給容器内の冷却媒体の加温を防
止することができるため、ドリンクを冷却する目的の冷却媒体を、十分に低い温度で維持
することを保証できる。したがって、冷却媒体として（液体）窒素を適用するケースでは
、概して、（液体）窒素の能動的な冷却の目的で能動的な冷却手段を適用する必要はない
。また、通常、そのようなことは技術的に不可能である。定量手段は、混合室へ供給すべ
きドリンクの分量、冷却媒体の分量、そしてオプションとして、適用されるならば添加物
の分量を定量するように適応している。ドリンクの分量と冷却媒体の分量の定量は、各々
、混合室へ供給すべきドリンクおよび冷却媒体の質量（重量）、および／または各々混合
室へ供給すべきドリンクおよび冷却媒体の体積に基づいて行うことができる。加えて、定
量は時間制御式にでき、この場合、定量手段は、所定時間に渡って、ドリンクおよび冷却
媒体のそれぞれの供給を可能にする。この時間定義の定量においては、最終的に混合室へ
供給されるドリンクの分量および冷却媒体の分量は、各々、ドリンクおよび冷却媒体の流
速（単位時間当たりの量）に依存する。デバイスは、効率的な定量を実現するため、混合
室への冷却媒体の定量供給のための閉口可能な定量手段からなることが好ましい。定量手
段は、通常、流体圧、空気圧および／または電気的な方式で作動される。特定な好適実施
例においては、定量手段は、混合室内で冷却されたドリンクの最終温度がドリンクの氷点
以下になるほどの冷却媒体の供給を許容する。ドリンクの氷点よりも（ほんの少しだけ）
低い温度へ、あるいは氷点へドリンクを再冷却することによって、ドリンク内に結晶成分
、特に氷成分の形成が実現できる。これは、ドリンクを飲んだときの風味を向上させる。
そうでなければ、ドリンクは、概して特定な氷点を全く持たず、むしろ氷結範囲を持つ混
合物である。明らかではあるが、また、ドリンク内に氷が生じない、ドリンクの氷点より
も（ちょっとだけ）高い温度へドリンクを再冷却することを想定することも可能である。
【００１７】
　好適実施例においては、冷却媒体とドリンクの所定の混合、より好ましくは実質的に均
一な混合を成就できるよう、デバイスは、混合室への冷却媒体の分散供給のための分散手
段からなる。分散（拡散）方式で混合室へ冷却媒体を供給することは、例えば、ベンチュ
リ・ディフューザおよび／あるいはアトマイジング・スクリーンを使用することを含み、
種々の方式で行うことができる。冷却媒体として例えばドライアイス（固体炭酸）等の、
固体の冷却媒体を適用するケースでは、ドライアイスは、冷却すべきドリンクへ、粉砕し
た状態で供給できる。また、ドリンクへドライアイス・タブレットを供給することも可能
である。
【００１８】
　ドリンク供給容器は、ドリンク供給容器から定量手段へ、圧力下でのドリンクの変位を
可能にするための加圧手段を備えることが好ましい。この場合、加圧手段は、概して、少
なくとも一つのポンプからなる。しかしながら、加圧手段は、空気圧式、流体圧式および
／または機械式であってもよい。この場合、加圧手段はドリンクに直接的に係合する。し
かしながら、ドリンク供給容器は、通常、ドリンクを受容するバッグからなる。この場合
、加圧手段はバッグに直接的に係合するため、ドリンクには間接的に係合する。この場合
、バッグは通常、ハウジングによって包囲されるため、ドリンク供給容器は、いわゆるバ
ッグインボックスとして適応される。
【００１９】
　もう一つの好適実施例においては、冷却媒体供給容器は、冷却媒体供給容器から定量手
段へ、圧力下での冷却媒体の変位を可能にする加圧手段を備える。この場合も、加圧手段
は少なくとも一つのポンプからなるが、概して、変位させるべき冷却媒体の温度に依存す
る。液体窒素が冷却媒体として適用されるケースでは、（比較的に冷たい）液体窒素をポ
ンプ移送する目的でポンプを適用することは、概して不可能である。液体窒素を含み、比
較的に冷たい液体冷却媒体のケースでは、定量手段への、そしてその後の混合室への冷却
媒体の変位を可能にするためには、通常、液体冷却媒体にガス圧を加えるのが有利である
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。十分な加圧を目的として適用される気体は、多様であり、例えば（大気の）空気であっ
てもよい。しかしながら、十分なガス圧を生成する目的で、蒸発した冷却媒体を適用する
ことも効率的である。
【００２０】
　混合室が飲料カップによって形成されないケースでは、混合室は、少なくとも部分的に
管状形状を持つことが好ましい。また、全体的に管状形状を持つことがより好ましい。こ
の場合、ドリンクは、管状混合室の第一の（供給）側を介して混合室内へ誘導され、そし
て混合室の反対側の第二の（排出）側を介して混合室の外へ誘導できる。管状混合室内に
存在するドリンクが、理論的に、複数のドリンク・パッケージに対する一つのアセンプリ
として見なされるケースでは、理想的な状態で、すべてのドリンク・パッケージは、混合
室内における同じ（均一な）滞在時間を持つ。これは、プラグ流とも呼ばれる。実際には
、この理想的な状態が概して好ましいとは言えないが、ドリンク冷却工程の可能な最良な
制御を行うために、通常、この状態が目標とされる。この場合、混合室内において同じ速
度ですべての液体パッケージを変位させることが、概して必要である。管状混合室のケー
スでは、混合室を通してドリンクを輸送する目的で、ポンプの代わりに、混合室内に締ま
り嵌合で受容されたプランジャーを適用することもできる。この場合、プランジャーは、
実質的に一定の速度で、混合室を通して移動されることが好ましい。概して個別の混合室
が適用されるが、混合室およびドリンク供給容器が、相互に少なくとも部分的に一体化さ
れること、または一つの同じ構成要素によって形成されることを想定することも可能であ
る。この場合、ドリンク供給容器は、事実、混合室として機能するようにも適応する。
【００２１】
　もう一つの好適実施例においては、デバイスは、少なくともドリンク供給容器、冷却媒
体供給容器、そしてオプションとして混合室が収容される、実質的に閉じたハウジングか
らなる。供給容器および混合室をハウジングによって包囲することによって、比較的に単
純なやり方で、これらの構成要素の周りに、実質的に一定な局所気候を作り出すことがで
きる。この局所気候は、概して比較的に涼しい（例えば約４℃）。そのため、一方で、ド
リンクの比較的に一定な保存を可能にし、他方で、ドリンクの物理的特性を比較的に一定
に維持することを可能にする。したがって、本発明によるデバイスを利用する、ドリンク
を冷却するための方法は、比較的良好に制御できる。ハウジングは、分離した冷却システ
ムによって冷却できるが、冷却媒体供給容器内に（最初に）受容された冷却媒体の蒸発ま
たは昇華によって、ハウジングを冷却することも、一般的に可能である。この蒸発または
昇華に必要な潜熱は、冷却媒体供給容器を包囲する局所気候から引き出すことができる。
したがって、局所気候は冷却可能である。
【００２２】
　デバイスは、添加物のための、少なくとも一つの添加物供給容器からなることが有利で
ある。この添加物供給容器は、定量手段へ結合するように適応されており、それを介して
、少なくとも一つの添加物が混合室へ供給できる。このように比較的に単純なやり方で、
一つ以上の添加物で（基本的な）ドリンクを富ませることが可能である。添加物は、また
、混合室内でドリンクを冷却した後に、および／または、その直前に、ドリンクへオプシ
ョンとして加えることもできる。使用可能な添加物の例としては、着色剤、調味料、芳香
物質、シックナー、防腐剤等がある。少なくとも一つの添加物は、添加物供給容器から、
前述のように加圧手段を適用することによって、ドリンクへ供給されることが好ましい。
【００２３】
　混合室が飲料カップによって形成されないケースでは、混合室内でのドリンクの冷却後
、例えば、混合室を傾けて注ぎ出すことによって、混合室からドリンクを取り出すことが
できる。しかしながら、デバイスは、冷却ドリンクを配出するための配出手段（dispensi
ng means）からなることが好ましい。この場合、配出手段は、閉口可能なタップからなる
ことが好ましい。配出手段は、また、消費者がアクセス可能な配出開口からなり、その中
に、適用されるなら、デバイスが、デバイス内の冷却ドリンクの調合後に飲料カップを置
くことも可能である。それから消費者は、その受容空間から、デバイスの外へ飲料カップ
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を取り出すことができる。
【００２４】
　本発明はまた、本発明によるデバイスに使用するためのバッファ槽に関する。バッファ
槽は、冷却媒体を一時的に保存するように適応している。バッファ槽は、バッファ槽へ供
給する目的で、通常、第一の冷却媒体供給容器へ直列に結合される。出口側で、バッファ
槽は、オプションとして導管を介して、通常、混合室へ冷却媒体を供給するように適応し
ている。バッファ槽は、バッファ槽内の冷却媒体が所定レベルに到達したときにバッファ
槽と第一の冷却媒体供給容器との連結を解除するためのフロートを備えることが好ましい
。このようにして、バッファ槽内の静圧は、実質的に一定に保持できる。これは、冷却媒
体の定量化を可能にするのに、特に有利である。バッファ槽は、二重壁形状をとることが
好ましい。この場合、バッファ槽の効率的な断熱を可能にするために、二重壁ジャケット
内に真空、または少なくともアンダー・プレッシャーを適用する。バッファ槽は、分離し
た構成要素として販売することができる。
【００２５】
　加えて、本発明は、本発明による少なくとも一つのデバイスを備えるベンディングマシ
ンまたは配出マシン（dispensing machine）に関する。配出手段は、少なくとも一つの飲
料容器（カップ）を受けるための受容空間を備えることが好ましい。本発明によるデバイ
スの利点および変形実施例については、既に詳細に説明している。ベンディングマシンは
、概して市販のタイプであり、支払いを受けて一つ以上のドリンクを配出するように適応
することになる。この場合、ベンディングマシンは、例えば、会社の敷地に、または公衆
区域に置くことができる。ベンディングマシンのサイズおよびデザインは、非常に多様な
形態を採ることができる。ベンディングマシンは、例えば、床モデルとして、または、テ
ーブル・モデルとして具現化できる。そうでなければ、個人的な使用に適応した機械の一
部を形成するデバイスを想定することも可能である。この場合、概して、テーブル・モデ
ルの実施例が最も適切である。個人的な設定で適用される機械の場合、機械による配出の
前にドリンクに対して支払うことは、概して不要である。
【００２６】
　本発明は、さらに、必須ではないが特に本発明によるデバイスを使用する、以下のステ
ップからなるドリンクを冷却するための方法に関する。Ａ）冷却すべき一分量のドリンク
を混合室へ供給するステップ。Ｂ）ドリンク内に渦が形成されるよう、混合室に供給した
ドリンクを流動させるステップ。Ｃ）渦によって包囲された空間内に冷却媒体が配置され
るよう、混合室へ一分量の冷却媒体を供給するステップ。そしてｄ）ドリンクを、冷却媒
体の供給分量の少なくとも一部と混合するステップ。この場合、冷却媒体は、気体の状態
への相変化を経ながら、および／または断熱性膨張を経ながら、ドリンクを冷却する。こ
の方法の利点は、既に詳細に前述した。相転移に必要な潜熱は、ドリンクの冷却中に、ド
リンクから引き出すことができる。気体の状態への移行は、通常、エネルギーの観点から
、ドリンクを冷却するのには好ましい。また、このように比較的に単純なやり方で、ドリ
ンクへ効率的に空気を含ませることもできる。このため、本発明による方法を適用するこ
とによって、ミルクシェイク、ソフト・アイスクリーム、スラッシュ・パピー（slush pu
ppie）、スムージーが調合される、あるいは少なくとも冷却されるケースでは、通常、風
味を高めることになる。（ワールプールとも呼ぶ）渦を発生させることによって、制御可
能な方式でドリンクへ冷却媒体を供給して、その後、ドリンクと効率的に混合できる。こ
の場合、混合室内に氷のかたまりが生じるリスクは、最小限になる。
【００２７】
　好適実施例においては、ステップＢ）中、実質的に楕円形放物面の渦が生じる。楕円形
放物面は、ドリンク（の実質的に水平な液体面）内に実質的に垂直に、撹拌エレメントの
回転シャフトを配置することによって発生可能な、対称形の放物線状（凹）回転体である
。この実質的に放物面渦の回転軸は、撹拌エレメントの回転軸に、実質的に合致すること
になる。明らかであるが、真の楕円形放物面の渦は、理論上のみで達成可能であり、実際
には、この理想的な渦の形状は、近似のみ可能である。
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【００２８】
　好適実施例においては、ステップＢ）中に１から６ｃｍの深さの渦が発生する。この渦
は、２から６ｃｍであることが好ましく、３から５ｃｍであることがより好ましい。渦の
深さは、（他の方式でも可能であるが）撹拌エレメントの撹拌速度（回転速度）を変更す
ることによって調整できる。１から６ｃｍの高さで渦を発生させることによって、冷却媒
体は、概して、渦内へ制御された方式で吸収されることになる。渦の高さが１ｃｍ未満に
なると、ドリンクへ供給された全冷却媒体を吸収するには、渦によって包囲される容積が
あまりに小さくなり過ぎてしまう。渦の高さが６ｃｍを超えると、渦は、概して、乱流状
態で回転し、渦内に存在する冷却媒体に作用する遠心力が大きくなり過ぎて、混合室の壁
の方向へ冷却媒体が比較的急速に、一般的に、非常に急速に移動する。したがって、冷却
媒体は、混合室の壁に比較的急速に接触することになる。これは、壁の部位に氷かたまり
が比較的に急速に形成される、という結果になる。特に飲料カップが適用されるケースで
は、渦の高さが３から５ｃｍであることが、概して有利である。比較的に浅い渦が適用さ
れる場合、渦によって包囲された容積が比較的に制限されるため、概して、渦への冷却媒
体の適用量が、特に重要である。比較的に浅い、例えば１ｃｍの渦では、一方の冷却媒体
と、他方の混合室の壁および／あるいは撹拌エレメントとの接触を可能な限り防止するた
めに、定量速度（ｄｏｓｉｎｇｓｐｅｅｄ）は、概して、比較的に低くしなければならな
い。実際には、冷却媒体の制御式供給に到達するのに、１秒につき０．４から１５ｍｌの
、冷却媒体の定量速度が、概して十分であることが分かっている。約４５０ｍｌの量のミ
ルクシェイクを調合する目的で、混合室として標準的な円錐台状の飲料カップが適用され
るケースでは、概して、飲料カップへ約３００ｍｌのミルクシェイクが供給され、それに
、４から５ｃｍの高さの渦を生じさせて、その渦へ、約４０グラムの液体窒素を、１秒に
つき約５グラム（毎秒約７ｍｌ）の定量速度で徐々に供給する。
【００２９】
　好適実施例においては、ステップＣ）中に混合室へ供給される冷却媒体の量は、渦によ
って包囲される容積の１０容量％から７０容量％に達する。１０%未満の容量％は、概し
て、ドリンクの所望の冷却および空気混入に至るには低すぎる。７０%よりも高い容量％
では、渦が満杯になり、冷却媒体と撹拌エレメントおよび／あるいは混合室の壁との接触
が起こる確率は非常に高い。明らかではあるが、これらのパーセンテージは、渦の高さに
関係する。したがって実際には、概して、一方で、渦の理想的な形状および高さと、他方
で、渦の最適な満たし具合との最適なバランスを見つけなければならない。
【００３０】
　冷却媒体と、混合室の壁および／あるいは撹拌エレメントとの接触の機会、それによる
氷のかたまりの形成の機会を可能な限り防止するためには、ステップＣ）中、混合室の長
軸から計算される、混合室の長軸と混合室の壁との間の最短距離の１０%から８０%、好ま
しくは１０%から５０%に位置する位置で、冷却媒体が混合室へ供給される、ことが概して
有利である。そして、渦の最低点の位置における混合室の長軸から計算されることが、よ
り好ましい。
【００３１】
　ステップＢ）によってドリンクの流動を維持するために、そしてステップＤ）によって
ドリンクと冷却媒体とを混合するために、少なくとも一つの撹拌エレメントが適用される
ことが好ましい。その撹拌エレメントは、物理的回転シャフトと、回転シャフトに結合し
て回転シャフトに対して少なくとも一側に突出する少なくとも一つの撹拌ブレードとから
なることが好ましい。この場合、少なくとも一つの撹拌ブレードは、ドリンクの上面に対
して突出する。撹拌エレメントのデザイン、そして撹拌エレメントと混合室との相対方位
は、最も理想的な渦、特に実質的に楕円形の放物面渦を発生させるために、概して重要で
ある。
【００３２】
　好適実施例においては、撹拌エレメントの撹拌速度は、ステップＢ）中よりもステップ
Ｄ）中の方が高い。冷却媒体の供給前および供給中、ドリンクは、概してあまり粘性を持
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たず、比較的に流動しやすい。この（これら）ステージにおける撹拌速度を比較的に低く
維持することによって、比較的に安定な渦を実現できる。そしてその中へ、比較的に制御
可能な方式で冷却媒体を加えることができる。ドリンクへの冷却媒体の供給中、ドリンク
は冷却され、そしてドリンク内には、概して、氷晶の形成が発生することになる。その結
果、概してドリンクは、実質的により粘性になる。したがって、ドリンクの均質な冷却を
実現できるよう、撹拌速度を上昇させて、概して渦の深さを増加させるのが有利である。
このとき、ドリンクには十分な粘性があるので、ドリンクのはね散りが発生することはな
い。あるいは、ほとんどでない。さらに、混合室に対する撹拌エレメントの位置が、低い
位置と、低い位置よりも高い少なくとも一つの位置との間で変化することが可能であれば
有利でもある。この場合、撹拌エレメントは、ステップＢ）中、高い位置に位置し、そし
て、ステップＣ）および／あるいはＤ）中、低い位置に変位する。　また、混合室に対し
て撹拌エレメントの高さを調整することによって、渦の乱流を規制することもできる。こ
の場合、ステップＢ）中、ドリンク内に、初めはほとんど乱流のない渦が発生する。そし
て、ステップＣ）および／あるいはＤ）中、渦の乱流は増加する。既に述べたように、渦
の乱流（渦巻き）の度合いが高いケースでは、混合室内で、より徹底的な混合が行われる
。しかしながら、この比較的に高い乱流は、概して、水性ドリンクの冷却および空気混入
の結果としてドリンクが十分に粘性を持つようになったケースのみに許容できる。また、
撹拌速度を実質的に一定に維持すること、そして渦の形状の十分な操作を可能にするため
に、混合室に対して撹拌エレメントの位置を変更することのみを想定することも可能であ
る。
【００３３】
　ステップＤ）を実行した後、混合室から撹拌エレメントを除去することが好ましい。そ
うすることによって、混合室は、より容易に変位させる、および／または空にすることが
できる。好適実施例においては、方法は、また、ステップＤ）の実行後、混合室のための
配出開口へ混合室を変位させることを含むステップＥ）からなる。この場合、配出開口は
、概して、フレッシュに冷却したドリンクを消費する目的で、消費者がアクセス可能であ
る。この場合、混合室は、概して、飲料カップからなる。
【００３４】
　ドリンクの全分量を一度に混合室へ供給し、そして冷却媒体の全分量を一度に混合室へ
供給することを想定できる。しかしながら、ステップＣ）の実行後、ステップＡ）および
ステップＣ）を少なくとも一回繰り返すことも想定できる。そのように、ドリンクの全分
量および冷却媒体の全分量を、連続な部分量（細分量）として混合室へ供給し、比較的に
少ない分量のドリンクを、比較的に少ない分量の冷却媒体で連続的に冷却できる。このよ
うに、ドリンクは、通常、混合室内で、より制御の効いたやり方で冷却できる。
【００３５】
　好適実施例においては、ステップＣ）中、冷却ドリンクの最終温度がドリンクの氷点（
または氷結範囲）以下になるよう、冷却媒体の分量が混合室へ供給される。ドリンクの最
終温度を、ドリンクの氷点よりも低くすることによって、ドリンク内に、概して結晶成分
、特に氷成分を生じさせ、風味を高めることもできる。
【００３６】
　ステップＣ）中に供給された冷却媒体が、ステップＤ）中、混合室内で変位するドリン
クと実質的に均一に混合されることが好ましい。そうすることによって、一方で、ドリン
クの実質的に均一な冷却が実現でき、そして他方で、ドリンク内における氷のかたまりの
発生を防止できる、あるいは少なくとも低減できる。
【００３７】
　好適実施例においては、混合室へ供給されたドリンクが、ステップＢ）中に流動化され
、ステップＣ）中に供給された冷却媒体の、混合室の壁との接触が、何よりもまず防止さ
れる。冷却媒体と混合室の壁との直接的な接触の結果として混合室の壁が冷却されるが、
このことは、通常、冷却媒体の冷却性能にとっての損失となる。したがって、冷熱を生じ
る（低温）冷却媒体と混合室の壁との直接的な接触を可能な限り防止し、そして比較的に
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冷たい冷却媒体を、何よりもまず、冷却すべきドリンクに直接的に接触させることが有利
である。数秒後、冷却媒体は温まってドリンクと混ざり、おそらく混合室の壁に接触する
ことになる。しかしながら、そのときには、冷却媒体は既に冷却ドリンクの温度まで温ま
っており、冷却媒体の冷却作用は、もはや存在しない。
【００３８】
　以下の図に示す非限定的で模範的な実施例に基づいて、本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明によるデバイスを備えたベンディングマシンを示す概略図である。
【図２】本発明による別のデバイスを備えたベンディングマシンを示す概略図である。
【図３】本発明によるデバイスの、もう一つの実施例の一部分を示す詳細な正面図である
。
【図４ａ】図３のデバイス内で利用する飲料カップを示す概略側面図である。
【図４ｂ】図３のデバイス内で利用する撹拌エレメントを示す概略側面図である。
【図５ａ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【図５ｂ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【図５ｃ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【図５ｄ】本発明による、冷却ドリンクの調合における連続なステップを表している。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１は、ドリンクを冷却するためのデバイス２を備えたベンディングマシン１を示す概
略図である。デバイス２は、水分を含むドリンク（Ａ）、特にミルクシェイク・ミックス
を保持する第一の供給容器３、そして、高圧液体窒素（Ｂ）を保持する第二の供給容器４
からなる。第一の供給容器３は、第一の供給導管５によって混合室６へ結合され、そして
第二の供給容器４は、第二の供給導管７によって混合室へ結合されている。混合室６への
ドリンクおよび液体窒素の、各々の定量供給を可能にするために、第一の供給導管５およ
び第二の供給導管には、閉止バルブ８、９が設けられている。混合室６へのドリンクの供
給は、ポンプ１０を利用して、第一の供給容器３から混合室６へ、ドリンクを強制的に送
ることによる。混合室６への液体窒素の供給は、重力に基づいて、および／またはライズ
・チューブを適用し、その結果として第二の供給容器４内に生じるガス圧力、特に窒素圧
を利用して行う。この模範的な実施例においては、大気圧にある第二の供給容器４内に、
液体窒素が貯蔵されている。比較的に単純な方式で、窒素を、混合室６に到達するまで液
体で維持できるように、第二の供給容器４および第二の供給導管７は断熱形態をとる。混
合室６内において、ドリンクと液体窒素とが混合されることによって、液体窒素は温まり
、蒸発して気体となる。このとき、ドリンクから熱が奪われる。このように、ドリンク、
特にミルクシェイクは、比較的効率的に、同時に冷却と空気を含ませることができる。ド
リンク、特にミルクシェイクは、さらに、混合中に冷え、ドリンク中に氷部分が形成され
る。これは、同時にドリンクに空気を含ませることと組み合わせた場合、特にそうである
。これにより、ドリンク、特にミルクシェイクの風味は、かなり向上する。この模範的な
実施例においては、最終的に配出されるドリンクは、約－２℃の温度へ再冷却される。窒
素とのドリンクの混合中は、混合室６内でのドリンクの氷結を防止するために、ドリンク
がポンプ１０によって混合室６へ連続的に送られる。管状混合室６を通過した後、冷却さ
せて空気を含ませたドリンクは、放出導管１１を介して、カップ１２内へ配出可能である
。この場合、放出導管１１は、閉止バルブ１３を用いて閉じておくことができる。放出導
管１１内の冷却させて空気を含ませたドリンクを添加物でおいしくするために、オプショ
ンとして、添加物を備える第三の供給容器１４を利用することもできる。第三の供給容器
１４は、別個の閉止バルブ１５を備え、オプションとして、ドリンクへの添加物の添加を
可能にする。ベンディングマシン１のコントロールパネル１６を形成する部分を介して、
ユーザは、ベンディングマシン１が配出するドリンクに関する多様な希望を入力すること
ができる。それに応じて、デバイスは制御ユニット（図示せず）を介して制御可能である
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。混合室６へまだ供給されていないドリンクの温度を実質的に一定に保持できるよう、デ
バイス２は、実質的に閉じたハウジング１７からなり、その中に、すべての供給容器３、
４、１４、そして混合室６が収容されている。第二の供給容器４からの不可避の窒素リー
ク１８を介して、ハウジング１７は、比較的低温度（約４℃）に維持できるため、ドリン
クの保存性が向上し、さらに、混合室６内における冷却の制御が容易になっている。ハウ
ジング１７は、オプションとして、別個の冷却手段によって能動的に冷却してもよい。図
示のデバイス２は、動的構成要素を全く採用していないという点で、構造が非常に単純で
ある。したがって、デバイスの清掃は比較的に容易である。デバイス２の構造的な単純さ
に加えて、デバイス２は、ドリンクの効率的な冷却、そして同時の空気混入を可能にする
のに、特に適当である。最終的に配出されるドリンクへの空気混入を望まない場合は、別
個のガス抜きユニットを、混合室６と直列に連続的に結合させて適用してもよい。
【００４１】
　図２は、本発明による他のデバイス２０を備えたベンディングマシン１９を示す概略図
である。デバイス２０は、４０リットルの容積を持つ、液体窒素２１で満ちたガス・ボト
ル２２を含む。ガス・ボトル２２は、断熱導管２３を介して、３リットルの容積を持つバ
ッファ槽２４へ結合されている。導管２３は、通常ガス・ボトル２１の一部を形成するタ
ップ２５によって、ガス・ボトル２２から閉止することができる。バッファ槽２４は、二
重壁ジャケット２６からなり、ジャケット内に真空を生じさせることにより、バッファ槽
２４内に、窒素２１を液体状態で保存可能である。バッファ槽２４は、蒸発した窒素の放
出を可能にするために過圧パイプ２７を備えており、バッファ槽２４内での過剰圧力の蓄
積を防止することが可能である。バッファ槽２４内には、垂直に変位可能なニードル・フ
ロート２８が受容されているため、バッファ槽２４が十分な液面レベルに達した（また、
図示のようになった）とき、バッファ槽２４は、ガス・ボトル２２から閉止される。バッ
ファ槽２４の下側には、制御可能な閉止バルブ２９が設けられている。閉止バルブ２９が
開かれると、バッファ槽２４から液体窒素が流出し始める。バッファ槽２４の容積、そし
てその中に受容可能な窒素の量が既知であるため、窒素の静圧に基づいて、閉止バルブ２
９を開けた場合に、単位時間当たりにどれ程の窒素がバッファ槽２４から流出するのかを
計算することができる。バッファ槽２４内の窒素レベルが下がると、ニードル・フロート
２８も下がるため、窒素２１が、ガス・ボトル２２から導管２３を通ってバッファ槽２４
へ流入し、十分な液面レベルへもう一度到達したとき、ニードル・フロート２８は、バッ
ファ槽２４をもう一度閉じることになる。デバイス２０はまた、二つのドリンク供給容器
３０ａ、３０ｂを備えており、それらの中に、冷却すべき異なるドリンク３１ａ、３１ｂ
が入れられている。デバイス２０はまた、添加物供給容器３２を含み、最終的にドリンク
３１ａ、３１ｂに、例えば着色剤または香料等の添加物３３を混合することが可能である
。供給容器３０ａ、３０ｂ、３２には、ポンプ３４ａ、３４ｂ、３４ｃが設けられており
、内容物は、各々、ノズル３５ａ、３５ｂ、３５ｃへ誘導されるので、これらのノズルを
使用して、ドリンクや添加物を配出できる。ドリンク３１ａ、３１ｂ、添加物３３、そし
て液体窒素２１は、後述するように、飲料カップ３６内へ受容可能である。飲料カップ３
６は、飲料カップ３６の供給容器３７から、断熱飲料カップ・ホルダ３８へ移される。飲
料カップ・ホルダ３８内に飲料カップ３６が入れられた後、飲料カップ３６内に撹拌エレ
メント３９が入るまで、飲料カップ・ホルダ３８は上方へ変位される。それから、所望の
ドリンク３１ａ、３１ｂが、ノズル３５ａ、３５ｂを介して飲料カップ３６へ一分量で供
給される。実際には、ノズル３５ａ、３５ｂ、３５ｃが、飲料カップ３６の乗法に位置す
るため、ドリンク３１ａ、３１ｂは、少なくとも重力の影響を受けて、飲料カップ３６内
へ落下する。オプションとして、一分量の添加物３３も飲料カップ３６へ供給できる。電
動モータ４０によって飲料カップ３６内の撹拌エレメント３９の軸を回転させることによ
って、ドリンク３１ａ、３１ｂに回転運動を与え、ドリンク３１ａ、３１ｂの液面を凹に
することができる。それから、ドリンク３１ａ、３１ｂの上の凹空間内へ、一分量の液体
窒素２１を供給し、回転効果として、窒素をドリンク３１ａ、３１ｂ内へ分散させること
ができる。バッファ槽２４は、液体窒素が少なくとも重力の影響を受けて飲料カップ３６
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内へ落下するよう、方位が定められている。この混合中、窒素２１は蒸発しながら、ドリ
ンクを冷却すると共にドリンクに空気を含ませる。ドリンクを窒素と混合させた後、飲料
カップ・ホルダ３８は下方の位置へ変位され、その後、飲料カップ３６は除かれる。冷却
ドリンク３１ａ、３１ｂを得るために、利用者は、まず第一に、支払いスロット４１を介
して、十分な代金を払わなければならない。その後、コントロールパネル４２を介して、
彼（女）の好みを入力する。このため、デバイス２０は、さらに、利用者が入れた金額お
よび好みを処理するための制御ユニット４３を含む。制御ユニット４３は、また、飲料カ
ップ供給容器３７から飲料カップ・ホルダ３８へ飲料カップ３６を変位させるための、飲
料カップ・ホルダ３８を変位させるための、電動モータ４０を制御するための、ポンプ３
４ａ、３４ｂ、３４ｃを制御するための、そして液体窒素２１の定量化を可能にするため
にバッファ槽２４の閉止バルブ２９を制御するための変位手段（図示せず）を制御するよ
うに適応している。
【００４２】
　図３は、本発明によるデバイス４４の、もう一つの実施例の一部を示す詳細な正面図で
ある。図３によるデバイス４４は、断熱カップ・ホルダ４５を含み、このカップ・ホルダ
４５は、飲料カップ供給（図示せず）から、使い捨て飲料カップ４６の少なくとも一部を
受けるように適応している。デバイス４４はまた、図示の状態で、飲料カップ４６内に部
分的に配置される撹拌エレメント４７を含む。デバイス４４は、さらに、ドリンク供給容
器（図示せず）と、冷却媒体として機能する液体窒素のための供給容器（図示せず）とに
、各々結合された定量手段４８を含む。飲料カップ４６へ供給されるドリンクおよび液体
窒素の各々の定量は、制御ユニット（図示せず）によって決定される。ドリンクと窒素と
の定量は、連続的に飲料カップ４６へ供給される。この場合、窒素を加える前に、飲料カ
ップ４６に既に供給されたドリンクに渦を発生させるために、撹拌エレメント４７が作動
される。定量手段４８は、それから、ドリンクを冷却しながら、窒素とドリンクとを混合
するために、生じた渦の中へ液体窒素を落下させる。さらに、この場合、液体窒素は蒸発
するので、ドリンク中に空気を含ませることもできる。窒素気泡に加えて、実際には、撹
拌エレメント４７の作用によっても、ドリンク内に空気気泡が生じることが期待できる。
ドリンク内に生じた気泡は、通常、液体窒素の影響下でドリンク内に形成される氷晶の存
在によって、安定化される。ドリンクの体積および粘度は、ドリンク内の氷晶および気泡
の存在によって増加する。この模範的な実施例におけるカップ・ホルダ４５、そしてそれ
に依存する飲料カップ４６は、撹拌エレメント４７および定量手段４８に対して、第一の
ガイド４９に沿って垂直に変位可能である。冷却ドリンクの調合後、カップ・ホルダ４５
、そしてそれに依存する飲料カップ４６は、撹拌エレメント４７から離れて中間位置へ、
下方へ変位する。その位置において、飲料カップ４６の上端５０は、撹拌エレメント４７
よりも（ちょうど）低い位置に来る。デバイス４４はまた、第二のガイド５１に沿って水
平に変位可能な操作エレメント（manipulating element）５２を含む。操作エレメント５
２は、いわゆるピック・アンド・プレース・エレメントとして、上述の中間位置の飲料カ
ップ４６の周りに係合するように適応している。このため、飲料カップの上端５０は、通
常、操作エレメント５２上に載ることになる。この位置で飲料カップ４６は保持されなが
ら、カップ・ホルダ４５は、さらに下方へ最低位置へ変位する。最低位置では、カップ・
ホルダ４５の上端５３が、飲料カップ４６の下端５４よりも（少しだけ）低くなる。それ
から、操作エレメント５２は、一般的に、飲料カップ４６を直線（水平）運動で配出開口
（図示せず）へ変位させる。そこで、フレッシュに冷却されたドリンクを入れた飲料カッ
プ４６は、デバイス４４から取り出され、消費される。図示のように、カップ・ホルダ４
５は、飲料カップ４６の取りはずし後、撹拌エレメント４７の真下に配置されることにな
るため、カップ・ホルダ４５は、撹拌エレメント４７からしたたり落ちるドリンクの残り
を受けるように適応している。したがって、カップ・ホルダ４５は、収集したドリンク残
留物の排出を可能にするために、排出導管（図示せず）に結合された排出口５５を備える
。ドリンクの調合後に撹拌エレメント４７を洗浄剤、一般的に水できれいに洗浄する場合
には、これも、カップ・ホルダ４５によって受けて排出する。この場合、洗浄の前に、カ
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ップ・ホルダ４５は、撹拌エレメント４７の実質的に全体がカップ・ホルダ４５内に収容
されるまで、上方へ変位される。この場合、カップ・ホルダ４５は、カップ・ホルダ４５
の外へドリンク残留物および洗浄剤がはねないよう、撹拌エレメント４７に結合した閉止
エレメント５６で閉じられる。そうすることによって、デバイス４４が汚れることを制限
する。撹拌エレメント４５の洗浄中は、一般的に、撹拌エレメント４７を回転させた方が
有利である。そうすれば、ドリンク残留物および洗浄剤は、比較的に容易に撹拌エレメン
トから除去できる。上記説明の洗浄工程は、別個にも適用できるため、本発明による方法
に必ずしも依存するものではなく、本発明による方法の後に行わなければならないことで
あることに注意すべきである。さらに、この洗浄工程を、本発明によるデバイス内ではな
く、他のデバイス内で適用することも想定できるため、上記の洗浄工程は、一つの発明と
考えることもできる。
【００４３】
　図４ａは、図３のデバイス４４内で使用するための飲料カップ４６を示す概略側面図で
ある。この模範的な実施例における飲料カップ４６は、プラスチック板紙から製造され、
円錐台の形状を持つ。この模範的な実施例においては、下側の直径Ｄ１が６０ｍｍに達し
、上側の直径Ｄ２が９０ｍｍに達し、そして内側の高さＨｃが１００ｍｍに達する。この
場合、カップの容積は、約４５０ｍｌに達する。
【００４４】
　図４ｂは、図３のデバイス４４内で使用するための撹拌エレメント４７を示す概略側面
図である。撹拌エレメント４７のデザインおよび寸法は、特に飲料カップ４６のデザイン
および寸法に関連し、一般的に、ドリンクへの冷却媒体の供給を制御できるよう、ドリン
ク内に満足な渦を形成可能であることが特に重要である。図４ｂに示す撹拌エレメント４
７によって、図４ａに示す飲料カップ４６内に、実質的に楕円形の放物面の渦が形成でき
る。撹拌エレメント４７は、二つのアンカー部５８ａ、５８ｂが結合された中央回転シャ
フト５７からなる、いわゆるフレーム型スターラである。アンカー部５８ａ、５８ｂは、
二つの横断方向の連結部５９、６０によって相互に結合されている。撹拌エレメントの底
側の幅Ｗ１は５０ｍｍに達し、撹拌エレメント４７の上側の幅Ｗ２は６８ｍｍに達し、そ
して撹拌エレメント４７の高さＨｓは８８ｍｍに達する。撹拌エレメント４７の下側から
横断方向の連結部５９、６０への距離Ｈ１、Ｈ２は、各々、２２ｍｍおよび３８ｍｍに達
する。
【００４５】
　図５ａから図５ｄは、本発明による冷却ドリンク、特にミルクシェイクの調合における
連続なステップを示す。ここでは、特に図３に示すデバイス４４を使用する。図５ａから
図５ｄは、特に、定量手段４８、撹拌エレメント４７および飲料カップ４６のアセンプリ
を示す。本発明の方法による冷却ミルクシェイクを調合するための方法は、図５ａから図
５ｄを参照しながら、以下の通りに説明できる。第一のステップにおいて（図５ａを参照
）、定量手段４８の第一のノズル６１を介して、約１７６ｍｌのミルクシェイク６２を飲
料カップ４６へ供給する。この場合、ミルクシェイク６２は、水性物質からなり、一般的
に、例えば、脱脂乳、水牛ミルク、粉乳、フラクトース、乳漿粉で、また、着色剤、芳香
物質や調味料等の一つ以上の添加物で富ませることができる。撹拌エレメント４７によっ
て、ミルクシェイク６２内に、実質的に楕円形放物面の形状を持つ渦６３が生じる。この
場合、撹拌エレメント４７は、毎分１１５０回転の回転速度を持つ。このときの最高液面
レベルを破線Ｌ１によって示す。この状態において、撹拌エレメント４７は、飲料カップ
４６の底部４６ａから、約１５ｍｍ（ｈ１）に位置する。ミルクシェイク６２の供給後に
、液体窒素６５は、窒素６５が渦６３内へ落下するよう（図５ｂを参照）、定量手段４８
の一部を形成する第二のノズル６４を介して、飲料カップ４６へ供給される。この状態に
おける渦Ｈｖ１の高さは、約３ｃｍに達する。渦６３へ供給される窒素６５の全体積は、
渦６３が包囲する容積の約４５%に対応する。渦６３の回転運動による遠心力が、渦６３
内に存在する窒素に作用するため、渦６３内の窒素６５は離心方向へ移動する。しかしな
がら、この場合、供給される窒素６５の量、そして渦６３の形状は、液体窒素６５が飲料
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カップ４６に全く接触しない、あるいは、ほとんど接触しないよう、相互に調節される。
図示のように、窒素６５は、渦６３の最低点から、そして撹拌エレメント４７から計算さ
れる、撹拌エレメント４７と飲料カップ４６との間の最短距離の約５０%の位置で供給さ
れる。このようにすれば、液体窒素６５と、撹拌エレメント４７および飲料カップ４６の
両方との接触は、可能な限り防止できる。図５ｃに示すように、渦内に未だに存在する液
体窒素６５は、離心方向へ移動し、撹拌中、窒素６５がミルクシェイク６２内へ連続的に
吸収されながら、ミルクシェイク６２を冷却し、ミルクシェイクに空気を含ませる。その
結果、ミルクシェイク６２の体積は、初期液面レベルＬ１よりも高い液面レベルＬ２へ上
昇する。また、ミルクシェイク６２の粘度も、かなり増加する。はね散る可能性が低減さ
れているため、ミルクシェイク６２と窒素６５との徹底的な混合をもたらすよう、より高
い撹拌速度を適用できる。さらにこの混合を強烈にするために、撹拌エレメント４７を飲
料カップ４６に対して下方の下側の位置へ変位させ（またはその逆）（図５ｄを参照）、
撹拌エレメント４７の最低部と飲料カップ４６の底部４６ａとの間隔ｈ２を、１５ｍｍ（
ｈ１）から、約２から４ｍｍへ減少させる。この結果、約５ｃｍの高さＨｖ２を持つ、よ
り深い渦６２が得られ、液面レベルは、さらにレベルＬ３まで上昇する。ミルクシェイク
６２の液体窒素６５との十分な混合後、飲料カップ４６から撹拌エレメント４７が除去さ
れる。その後、冷やして空気を含ませたミルクシェイク６２は消費される。
【００４６】
　本発明は、ここに図示し説明した模範的な実施例に限定されず、添付の請求項の範囲内
で、同業者には自明である多くの変形が可能であることは明らかである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドリンクを冷却するためのデバイス（２、２０、４４）であって、
　水分を含むドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）のための、少なくとも一つのドリン
ク供給容器（３、３０ａ、３０ｂ）、そして
　少なくとも一つの冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を保持するための、少なくとも一つの冷
却媒体供給容器（４、２２）、さらに、
　ドリンク供給容器（３、３０ａ、３０ｂ）と冷却媒体供給容器（４、２２）とに結合し
て、ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の分量と、ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、
６２）のその分量を冷却するのに必要な冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の分量とを定量する
ように適応された定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）、
　定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）によって各々定量さ
れたドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の分量と冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の分量
とを連続的に受けるための、少なくとも一つの混合室（６、３６、４６）、そして
　混合室（６、３６、４６）へ供給される冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の分量を受容する
目的で、混合室（６、３６、４６）内に存在するドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）
内に渦（６３）を発生させるように適応するよう、混合室（６、３６、４６）に相対的に
配置された、少なくとも一つの撹拌エレメント（３９、４７）からなり、撹拌エレメント
（３９、４７）が、また、混合室（６、３６、４６）内に存在するドリンク（Ａ、３１ａ
、３１ｂ、６２）と、混合室（６、３６、４６）内に存在する冷却媒体（Ｂ、２１、６５
）とを混合するように適応しており、混合室（６、３６、４６）内の冷却媒体（Ｂ、２１
、６５）が、気体状態への相変化、および／あるいは断熱性膨張を経ながら、ドリンク（
Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）を冷却する、
　という特徴を持つデバイス（２、２０、４４）。
【請求項２】
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　撹拌エレメントが、混合室（６、３６、４６）内に存在するドリンク（Ａ、３１ａ、３
１ｂ、６２）内に実質的に楕円形放物面の渦（６３）を生じるように適応するよう、撹拌
エレメント（３９、４７）が混合室（６、３６、４６）に相対的に配置されることを特徴
とする、請求項１に記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項３】
　撹拌エレメント（３９、４７）の長軸が、混合室（６、３６、４６）の長軸に実質的に
平行に配置されることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項４】
　撹拌エレメント（３９、４７）の長軸が、混合室（６、３６、４６）の長軸に実質的に
合致することを特徴とする、請求項３に記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項５】
　混合室（６、３６、４６）が実質的に円形の横断面形状を持つことを特徴とする、前述
の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項６】
　混合室（６、３６、４６）のデザインが、実質的に円錐台に対応することを特徴とする
、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項７】
　混合室（６、３６、４６）が、解放可能にデバイス（２、２０、４４）内に収容され、
特に、取り外し可能であることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス
（２、２０、４４）。
【請求項８】
　少なくとも一つの混合室（６、３６、４６）が、飲料カップ（３６）によって形成され
ることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項９】
　撹拌エレメント（３９、４７）と混合室（６、３６、４６）との相対方位が変化可能で
あることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項１０】
　撹拌エレメント（３９、４７）と混合室（６、３６、４６）とが、相互に対して軸方向
に変位可能であることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２
０、４４）。
【請求項１１】
　デバイス（２、２０、４４）が、適所に混合室（６、３６、４６）を保持するための保
持手段（３８、４５）からなることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバ
イス（２、２０、４４）。
【請求項１２】
　保持手段（３８）が、デバイス（２、２０、４４）内で混合室（６、３６、４６）を変
位させるように適応していることを特徴とする、請求項１１に記載のデバイス（２、２０
、４４）。
【請求項１３】
　デバイス（２、２０、４４）が、混合室（６、３６、４６）の少なくとも一部を受容す
るための混合室ホルダ（３８）からなることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記
載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項１４】
　混合室ホルダ（３８、４５）が、混合室（６、３６、４６）全体を実質的に包囲するよ
うに適応していることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２
０、４４）。
【請求項１５】
　撹拌エレメント（３９、４７）が、物理的回転シャフト（５７）、そして回転シャフト
（５７）に結合して回転シャフト（５７）に対して少なくとも一側に突出する少なくとも
一つの撹拌ブレード（５８ａ、５８ｂ、５９、６０）からなることを特徴とする、前述の
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請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項１６】
　撹拌エレメント（３９、４７）が、実質的に鏡対称形状を持つことを特徴とする、前述
の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項１７】
　冷却媒体（Ｂ、２１、６５）が混合室（６、３６、４６）内へ落下できるように定量手
段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）が適応していることを特徴と
する、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項１８】
　定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）が、混合室（６、３
６、４６）の長軸と混合室（６、３６、４６）の壁との間に位置する位置で、冷却媒体（
Ｂ、２１、６５）を混合室（６、３６、４６）へ供給するように適応していることを特徴
とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項１９】
　定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）が、混合室（６、３
６、４６）の長軸から計算した、混合室（６、３６、４６）の長軸と混合室（６、３６、
４６）の壁との最短距離の１０%から８０%に位置する位置で、混合室（６、３６、４６）
へ冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を供給するように適応していることを特徴とする、請求項
１８に記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項２０】
　デバイス（２、２０、４４）が、相互に直列に結合された複数の冷却媒体供給容器（４
、２２）からなることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２
０、４４）。
【請求項２１】
　冷却媒体供給容器（４、２２）の一つが、第一の冷却媒体供給容器（４、２２）と混合
室（６、３６、４６）との間に配置されたバッファ槽（２４）によって形成され、そのバ
ッファ槽（２４）が、バッファ槽（２４）内の冷却媒体（Ｂ、２１、６５）のレベルに依
存して、第一の冷却媒体供給容器（４、２２）からのバッファ槽（２４）の閉止を可能に
するフロート（２８）を含むことを特徴とする、請求項２０に記載のデバイス（２、２０
、４４）。
【請求項２２】
　少なくとも一つの冷却媒体供給容器（４、２２）が、実質的に断熱形態をとることを特
徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項２３】
　定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）が、ドリンク供給容
器（３、３０ａ、３０ｂ）に結合した少なくとも一つのノズル（３５ａ、３５ｂ、３５ｃ
、４８、６１、６４）、そして冷却媒体供給容器（４、２２）に結合した少なくとも一つ
のノズル（３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）を含むことを特徴とする、前述
の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項２４】
　デバイス（２、２０、４４）が、一分量のドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）およ
び一分量の冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を混合室（６、３６、４６）へ連続的に供給でき
るよう、定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）を制御するよ
うに適応した制御ユニット（４３）からなることを特徴とする、前述の請求項のいずれか
に記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項２５】
　冷却媒体供給容器（４、２２）が、圧力下で冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の供給を保持
するように適応していることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（
２、２０、４４）。
【請求項２６】
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　冷却媒体供給容器（４、２２）が、圧力下で気体の、および／あるいは液体の冷却媒体
の供給を保持するように適応していることを特徴とする、請求項２５に記載のデバイス（
２、２０、４４）。
【請求項２７】
　冷却媒体供給容器（４、２２）が、沸点がドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の氷
点よりも低い低温冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を保持するように適応していることを特徴
とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項２８】
　冷却媒体供給容器（４、２２）が、空気、窒素、二酸化炭素およびヘリウムの冷却媒体
のグループから選択される、少なくとも一つの冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を保持するよ
うに適応していることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２
０、４４）。
【請求項２９】
　冷却媒体供給容器（４、２２）が、冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を能動的に冷却するた
めの冷却手段を含むことを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、
２０、４４）。
【請求項３０】
　冷却媒体供給容器（４、２２）が、断熱導管（７、２３）を介して混合室（６、３６、
４６）に結合されていることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（
２、２０、４４）。
【請求項３１】
　冷却媒体供給容器（４、２２）が、冷却媒体供給容器（４、２２）から定量手段（８、
９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）へ、圧力下で冷却媒体（Ｂ、２１、６
５）の変位を可能にするための加圧手段を備えることを特徴とする、前述の請求項のいず
れかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項３２】
　定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）が、混合室（６、３
６、４６）内で冷却されたドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の最終温度がドリンク
（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の氷点以下になるほどの冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の供
給を許容することを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、
４４）。
【請求項３３】
　デバイス（２、２０、４４）が、混合室（６、３６、４６）への冷却媒体（Ｂ、２１、
６５）の分散供給のための分散手段からなることを特徴とする、前述の請求項のいずれか
に記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項３４】
　ドリンク供給容器（３、３０ａ、３０ｂ）が、ドリンク供給容器（３、３０ａ、３０ｂ
）から定量手段（８、９、３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、４８、６１、６４）へ、圧力下での
ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の変位を可能にするための加圧手段を備えること
を特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）。
【請求項３５】
　デバイス（２、２０、４４）が、少なくともドリンク供給容器（３、３０ａ、３０ｂ）
および冷却媒体供給容器（４、２２）が収容される実質的に閉じたハウジング（１７）か
らなることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）
。
【請求項３６】
　デバイス（２、２０、４４）が、添加物（３３）のための少なくとも一つの添加物供給
容器（１４、３２）からなり、この添加物供給容器が、混合室（６、３６、４６）に結合
するように適応されていることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のデバイス
（２、２０、４４）。
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【請求項３７】
　請求項１から３６のいずれかに記載の、少なくとも一つのデバイス（２、２０、４４）
を備えたベンディングマシン（１、１９）。
【請求項３８】
　ベンディングマシン（１、１９）が、冷却ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）を備
えた混合室（６、３６、４６）のための配出手段からなることを特徴とする、請求項３７
に記載のベンディングマシン（１、１９）。
【請求項３９】
　請求項１から３６のいずれかに記載のデバイス（２、２０、４４）を特に使用する、ド
リンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）を冷却するための方法であって、
Ａ）冷却すべき一分量のドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）を混合室（６、３６、４
６）へ供給するステップ、
Ｂ）ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）内に渦（６３）が形成されるよう、混合室（
６、３６、４６）に供給したドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）を流動させるステッ
プ、
Ｃ）渦（６３）によって包囲された空間内に冷却媒体（Ｂ、２１、６５）が配置されるよ
う、混合室（６、３６、４６）へ一分量の冷却媒体（Ｂ、２１、６５）を供給するステッ
プ、そして
Ｄ）ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）を、冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の供給分量
の少なくとも一部と混合するステップからなり、冷却媒体（Ｂ、２１、６５）が、気体の
状態への相変化を経ながら、および／または断熱性膨張を経ながら、ドリンク（Ａ、３１
ａ、３１ｂ、６２）を冷却する、方法。
【請求項４０】
　ステップＢ）中、実質的に楕円形放物面の渦（６３）が生じることを特徴とする、請求
項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　ステップＢ）中、１から６ｃｍの、好適には３から５ｃｍの深さを持つ渦（６３）が生
じることを特徴とする、請求項３９または４０に記載の方法。
【請求項４２】
　ステップＣ）中、混合室（６、３６、４６）の長軸から計算される、混合室（６、３６
、４６）の長軸と混合室（６、３６、４６）の壁との間の最短距離の１０%から８０%、好
ましくは１０%から５０%に位置する位置で、冷却媒体（Ｂ、２１、６５）が混合室（６、
３６、４６）へ供給されることを特徴とする、請求項３９から４１のいずれかに記載の方
法。
【請求項４３】
　ステップＣ）中に混合室（６、３６、４６）へ供給される冷却媒体（Ｂ、２１、６５）
の分量が、渦（６３）によって包囲される容積の１０容量％から７０容量％に達すること
を特徴とする、請求項３９から４２のいずれかに記載の方法。
【請求項４４】
　ステップＢ）によってドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の流動を維持するために
、そしてステップＤ）によってドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）と冷却媒体（Ｂ、
２１、６５）とを混合するために、少なくとも一つの撹拌エレメント（３９、４７）が適
用されることを特徴とする、請求項３９から４３のいずれかに記載の方法。
【請求項４５】
　撹拌エレメント（３９、４７）が、物理的回転シャフト（５７）と、回転シャフトに結
合して回転シャフト（５７）に対して少なくとも一側に突出する少なくとも一つの撹拌ブ
レード（５８ａ、５８ｂ、５９、６０）とからなり、少なくとも一つの撹拌ブレード（５
８ａ、５８ｂ）が、ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の上面に対して突出すること
を特徴とする、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
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　撹拌エレメント（３９、４７）の撹拌速度が、ステップＢ）中よりもステップＤ）中の
方が高いことを特徴とする、請求項４４または４５に記載の方法。
【請求項４７】
　混合室（６、３６、４６）に対する撹拌エレメント（３９、４７）の位置が、低い位置
と、低い位置よりも高い少なくとも一つの位置との間で変化することが可能であり、撹拌
エレメント（３９、４７）が、ステップＢ）中、高い位置に位置し、そして、撹拌エレメ
ント（３９、４７）が、ステップＤ）中、低い位置に変位することを特徴とする、請求項
４４から４６のいずれかに記載の方法。
【請求項４８】
　ステップＤ）を実行した後、混合室（６、３６、４６）から撹拌エレメント（３９、４
７）が除去されることを特徴とする、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　方法が、また、ステップＤ）の実行後、混合室（６、３６、４６）のための配出開口へ
混合室（６、３６、４６）を変位させることを含むステップＥ）からなることを特徴とす
る、請求項３９から４８のいずれかに記載の方法。
【請求項５０】
　混合室（６、３６、４６）が飲料カップ（３６、４６）によって形成されることを特徴
とする、請求項３９から４９のいずれかに記載の方法。
【請求項５１】
　ステップＣ）の実行後、ステップＡ）およびステップＣ）が少なくとも一回繰り返され
ることを特徴とする、請求項３９から５０のいずれかに記載の方法。
【請求項５２】
　ステップＣ）中、冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の分量が、複数の細分量で混合室（６、
３６、４６）へ供給されることを特徴とする、請求項３９から５１のいずれかに記載の方
法。
【請求項５３】
　ステップＣ）中、冷却ドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の最終温度がドリンク（
Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）の氷点以下になるよう、冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の分量
が混合室（６、３６、４６）へ供給されることを特徴とする、請求項３９から５２のいず
れかに記載の方法。
【請求項５４】
　ステップＣ）中に供給された冷却媒体（Ｂ、２１、６５）が、ステップＤ）中、混合室
（６、３６、４６）内で変位するドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）と実質的に均一
に混合されることを特徴とする、請求項３９から５３のいずれかに記載の方法。
【請求項５５】
　混合室（６、３６、４６）へ供給されたドリンク（Ａ、３１ａ、３１ｂ、６２）が、ス
テップＢ）中に流動化され、ステップＣ）中に供給された冷却媒体（Ｂ、２１、６５）の
、混合室（６、３６、４６）の壁との接触が、何よりもまず防止されることを特徴とする
、請求項３９から５４のいずれかに記載の方法。
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